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 開  会  

 委 員 長  改めまして、こんにちは。 

 決算審査特別委員会の委員長に推薦いただきました伊藤です。 

 本委員会に付託を受けました案件は、重要な案件でございますので、

皆様方のご協力をよろしくお願いいたします。 

 ただ今の出席委員数は１０名です。 

 なお、梶原委員におきましては監査委員でありますので、本来であ

れば本委員会への出席を要しませんが、従来より本委員会は全員で構

成するといたしておりますので、最後までよろしくお願いをいたしま

す。 

それでは、定足数に達していますので、ただ今から決算審査特別委

員会を開催いたします。 

（１１時３０分） 

 委 員 長  本日の議事日程は、お手元に配布のとおりです。 

 日程第１  

 委 員 長  日程第１ 「議席番号の指定」を、行います。 

 議席番号は、本会議の議席番号といたします。 

 日程第２  

 委 員 長  日程第２ 「会期の決定」を、議題といたします。 

 本決算審査特別委員会は、本日１０日から１２日までといたしたい

と思いますが、これにご異議はございませんか。 

 （異議なし） 

 委 員 長  異議なしと認めます。 

 よって、本特別委員会の会期は、本日１０日から１２日までとする

ことと決定いたしました。 

 日程第３

～日程第６ 

  

 委 員 長  日程第３ 認定第１号「平成２９年度東峰村一般会計歳入歳出決算

の認定について」 

 日程第４ 認定第２号「平成２９年度東峰村簡易水道事業特別会計

歳入歳出決算の認定について」 

 日程第５ 認定第３号「平成２９年度東峰村国民健康保険事業特別

会計歳入歳出決算の認定について」 

 日程第６ 認定第４号「平成２９年度東峰村後期高齢者医療特別会



計歳入歳出決算の認定について」 

を、一括して議題といたします。 

 本日は決算審査報告のため、本田代表監査委員に出席していただい

ておりますので、平成２９年度東峰村一般会計及び特別会計決算並び

に基金運用状況審査の報告をお願いいたします。 

 本田代表監査委員さん、よろしくお願いします。 

本田代表監

査委員 

 皆さん、こんにちは。 

 ただ今ご紹介をいただきました監査委員の本田です。よろしくお願

いいたします。 

 議員各位及び執行部の皆様には、日ごろから本村発展のためにご尽

力いただき、一村民としてお礼を申し上げる次第でございます。 

 本日は、平成２９年度の決算審査特別委員会ということで、将来を

見据えた審議になるよう重ねてお願いを申し上げます。 

 それではただ今から、平成２９年度一般会計・特別会計の決算報告

をいたします。 

 お手元に東峰村一般会計及び特別会計の決算並びに基金運用状況審

査意見書を配布されていると思います。これに基づきまして説明を申

し上げたいと思います。 

 まず、１ページを開いてもらいまして、審査について、でございま

す。 

 審査対象につきましては、平成２９年度東峰村一般会計歳入歳出決

算、平成２９年度東峰村簡易水道事業特別会計歳入歳出決算、平成２

９年度東峰村国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算、平成２９年度

東峰村後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算、証書類及び歳入歳出決

算事項別明細書、実質収支に関する調書、並びに財産に関する調書を

審査対象として行っております。 

 決算書の調整及び提出期日につきましては、法定内の期限内に提出

されておることを認めております。 

 審査期間につきましては、平成３０年８月２７日、２８日の２日間

で行っております。 

 この審査にあたっては、次の項目に重点を置いて行いました。 

 まず１つ目は、歳入歳出決算額は証票書類と一致しているか。 

 次に、決算書、その他の付属書類の計数は正確であるか。 

 支払済額は証票書類と一致しているか。 

 会計年度独立の原則は守られているか。 

 会計間の独立はおかされていないか。 



 違法または不当な支出はないか。 

 事務の合理化、経費の節減に努力しているか。 

 予算の流用は適正に処理されているか。 

 財産管理は適切に行われているか。 

 財政運営は健全かつ適正になされているか。 

以上の項目を審査しました。 

 審査結果並びに決算の概要につきましては、２ページ以降に記載を

されているところでございます。これについても一読願いたいと思い

ます。 

 決算審査の内容につきましては、３２ページにむすびとして総括ま

とめをしておりますので、朗読します。 

 平成２９年度の一般会計及び特別会計（簡易水道・国民健康保険・

後期高齢者医療）歳入歳出決算の４会計並びに基金の運用状況の審査

に付された決算書等は、いずれも関係法令に準拠して作成されており、

計数に誤りもなく正確であると認めるものである。 

 また、財政も健全に運営されていて、財源の確保、健全な財政運営

を図り、財政収支の均衡保持に努められた結果であります。 

 昨年の日本経済は穏やかな回復基調にあり、２０２０年東京オリン

ピック競技大会に向けた関連施設の整備や都市部の再開発の動きなど

を反映して、建設投資が継続して改善しています。 

 また、訪日外国人客の増加もあって、地域経済においても広く回復

が及びつつあることも、持続的な景気回復を後押ししている要因と考

えられます。 

 しかし、村においては、景気の回復基調はまだまだであります。 

 また、昨年の九州北部豪雨災害の復旧・復興が進められているとこ

ろですが、膨大な復興予算の財源確保が必要と考えられます。 

 昨今は異常気象により、災害がいつ、どこで起きるか予期できない

状況です。今後も将来に向かって健全、堅実な行財政運営を行う必要

があります。 

 特に、村財政の自主財源確保に努め、総合計画や過疎計画の長期展

望の村づくりを推進するとともに、成果、効果を検証し、次世代に受

け継いでいける行財政運営の効率化に取り組んでいただき、産業の振

興や人口減少対策、子育て支援、高齢者福祉の向上と、更なる村政の

発展に寄与されるよう一層のご尽力を望みます。 

 以上、監査の報告とさせていただきます。ありがとうございました。 

 委 員 長  ただ今、決算審査等の報告が終わりました。 



 ここで、本田代表監査委員には退席していただきます。お疲れさま

でした。 

 （本田代表監査委員退席） 

 委 員 長  次に、各課長から補足説明を求めます。 

 平成２９年度東峰村一般会計歳入歳出決算について 

 平成２９年度東峰村簡易水道事業特別会計歳入歳出決算について 

 平成２９年度東峰村国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算につい

て 

 平成２９年度東峰村後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算について 

補足説明を求めます。 

総務課長 

 総務課長  決算書においてですね、一部補足説明をする部分がございますので、

総務課の分で説明させていただきます。 

 決算書の７７ページをお願いいたします。 

 ７７ページから８０ページまでにおきましては、２８年度から２９

年度に繰り越して事業を行ったものの明細でございます。 

 これについては、抜き出しという形になっておりますので、この決

算の数字自体は、決算書の中に含まれておりますので、個別の事業に

ついて、この８つの事業を繰越明許という形で行ったということで、

説明をしているものでございます。 

 続いて、８１ページをお願いいたします。 

 ８１ページが財産に関する調書でございます。 

 これについては、昨年度ですね、土地及び建物、また車両等のです

ね、購入等をした部分についての数字をあげているものです。 

 昨年度、下の欄にですね、異動明細というものがございます。 

 この明細で、昨年については土地として旧ナガノインテリア工業の

跡地、またゲストハウスの用地ですね、あとナガノインテリアの普通

財産の部分と、あとゲストハウス周辺の農地等をですね、地目ごとに

明細を示しているものでございます。 

 建物につきましては、一番上が上町住宅の建設にかかる財産の増加

している部分の面積、また２段目がゲストハウスを購入する際の建物

の面積、一番下が旧ナガノインテリア工業の建物を購入した部分の面

積になっているものでございます。 

 また、右の欄にですね、車両の項目があります。 

 車両につきましては、昨年は消防自動車の買い替えを行っておりま

す。これについては、１台廃棄、１台購入ですので、数字としては変



わっておりません。 

 また、増の２台分については、軽トラックを１台、これはライオン

ズクラブから寄贈いただきました軽トラックが１台、また、ライスセ

ンターの軽トラックを１台購入しておりますので、車両としましては

２台の増という形になっております。 

 ８２ページにつきましては、有価証券または出資、出捐金等につき

ましては、３０年度中のですね、異動等はございません。 

 次の、２の基金ですね、基金につきましては、この数字が平成３０

年３月３１日現在の数字ということになっておりますので、出納整理

期間中の異動をこの中に反映しておりません。 

 年度末においてのですね、基金残高につきましては、先ほど決算審

査意見書がございましたが、その意見書の中の２９ページにですね、

５月３１日現在の基金の残高等が示されておりますので、基金残高に

おいては、そちらのほうがですね、年度末の数字ということになって

おりますので、そちらで確認いただければというふうに思っている次

第でございます。 

 総務課からは以上です。 

 委 員 長  企画政策課長 

企画政策課

長 

 企画政策課の所管する部分についての補足説明はございません。 

 委 員 長  保健福祉課長 

保健福祉課

長 

 保健福祉課の所管するところの補足説明はありません。 

 委 員 長  住民税務課長 

住民税務課

長 

 住民税務課につきましても、補足説明はございません。 

 委 員 長  農林観光課長 

農林観光課

長 

 農林観光課からは、お手元にお配りしておりますＡ４の４枚綴りの

資料について、簡単に、右肩にですね、農林観光課のスタンプを押し

ております。初日に配布しておりましたので。後で見ていただければ

結構かと思います。 

 それで、資料の提供を求められましたのが、農業振興基金の使途。

具体的にどのように使われたかということと、ライスセンターでどの

ような作業内容が行われているかということが、２枚目に書かれてお

ります。 



 ３枚目には、ライスセンターの損益計算書がございます。 

 そして４枚目に、ふるさと観光大使の活動実績が知りたいというこ

とでございましたので、具体的に作業内容を示したものでございます。 

 それから、もう１件ですね、トーキコーディネーター事業で、一部

事業をやっていた内容について、どのような内容だったのかというご

質問がございました。 

 それで朝日新聞に広告を掲載したのはどういう内容かということで

ございましたので、そのもののコピーを本日用意しております。 

 朝日新聞の１９面にですね、陶器組合のほうと一緒に民陶むら祭に

ついてＰＲをした内容でございます。 

 それから、博多駅のデジタルスクロールにはどのような表示を示し

たのかというご質問でございましたので、全く同じ内容でございます。

この内容をデジタルで表示したものでございます。 

 簡単ですが、以上で補足説明を終わります。 

 委 員 長  建設水道課長 

建設水道課

長 

 建設水道課の所管する部分につきましては、補足説明はございませ

ん。 

 委 員 長  教育課長 

 教育課長  教育委員会についても、補足説明はございません。 

 委 員 長  補足説明を終了します。 

 休  憩  

 委 員 長  １３時まで休憩します。 

（１１時５７分） 

 再  開  

 委 員 長  休息前に引き続き、会議を再開します。 

（１３時００分） 

 日程第３   

 委 員 長  日程第３ 認定第１号「平成２９年度東峰村一般会計歳入歳出決算

の認定について」 

 質疑を行います。 

 最初に、総務課、議会関係の質疑を行いたいと思います。 

 質疑の範囲は、決算書で行います。 

 歳出のページのみ申し上げますが、歳入についてもその都度お願い

します。 

 決算書２２ページの１款会議費から３５ページ、監査委員会費まで



の総務課所管の費目、６１ページの９款消防費、７４ページの１２款

公債費から８１ページの財産に関する調書までです。 

 質問者は、最初にページを指定して、質疑を行っていただきたいと

思います。 

 なお、質疑については、簡素、明瞭にお願いいたします。 

 質疑のある方は、挙手をお願いします。 

５番 高橋委員 

 ５  番  決算書の２３ページをお願いします。 

 ２款１項１目一般管理費の中の９節旅費の部分ですが、臨時・非常

勤職員の旅費について、お尋ねしたいんですが。 

 他の役職、職員の方、区長の方と比べても多くなっております。例

年に通じての部分もあるかとは思いますが、一体この臨時または非常

勤職員の旅費に際しては、どういった旅費になっているのか、大まか

でもいいのでご説明ください。 

 委 員 長  総務課長 

 総務課長  臨時・非常勤職員の旅費という費目につきましては、非常勤職員に

ついては、通勤手当という手当が出せませんので、通勤手当分を費用

弁償という形で旅費の中から支給しているものでございます。 

 委 員 長  ５番 高橋委員 

 ５  番  では、臨時・非常勤職員と書いている部分の、この費目の金額につ

いては、臨時職員の交通費分がほぼすべてであるということでよろし

いんでしょうか。 

 委 員 長  総務課長 

 総務課長  そのようにご理解いただいてよろしいです。 

 委 員 長  ８番 大蔵委員 

 ８  番  １５ページ、１３款１項１目財産運用収入、村有地貸付で、今回大

幅にアップしております。非常にありがたいことだと思いますけれど

も。 

 ウエストホールディング社は、昨年災害でソーラーパネルも傷んで

おりましたけれども、この１００万以上増えた要因は、その他の項目

で何かあるんでしょうか。お聞きします。 

 委 員 長  総務課長 

 総務課長  財産貸付収入の増につきましては、小石原駐在所を建設し、その分

の家賃を８万３千円ほどいただいているということで、その１年分で

すね。その分がほぼ同額、増額になっているということになっており



ます。 

 委 員 長  １０番 佐々木委員 

 １０ 番  これは民生費の関係ですが、本来は保健福祉課かもしれませんが、

ページは４３ページのところなんですが。 

 災害のときの避難に対する食事の関係を、総務課関係だろうと思い

ますので、その辺をちょっと尋ねたいと思うんですが。 

 一時的な避難と、それから万が一災害があったときの中長期的な避

難と、二通りあるとは思うんですが。 

 この間の説明の中では、一時的な避難については、食事がもう出さ

ないというふうな説明がありましたが、このことについて、少し説明

をお願いしたいと思います。 

 委 員 長  総務課長 

 総務課長  災害救助の関係、避難所設置に係る食事の提供等につきましては、

昨年はですね、災害救助法の適用があったということで、県やうちの

ほうでお弁当屋さんを通じて弁当の手配をしてですね、避難所、長期

にわたるということで、また、自宅等に被害を受けて帰れない方が長

期にわたるということで、その方たちに対してお弁当とかパンとかを

提供しました。 

 今年度については、その兼ね合いがあって、災害救助法という分で

はございませんが、災害対策費用保険という保険に今年から加入して

おります。 

 この関係で、ほぼ同様の避難所にかかる食事の提供等について、保

険の適用があるということで、今年についてどういうふうに取り扱う

か、長期という判断をどうするか、また、どういう時点で、そういう

お弁当とかの提供をするかという取り決めとか、線を引いてない分が

ございました。 

 その中で、本年の７月の分については、少し長期になりそう、２日

目、３日目かかりそうということの判断の中で、ちょっと保険の適用

もあるという部分で、１食ぐらいは温かいものを食べていただきたい

ということで、お弁当の手配をしたという経緯はございます。 

 その中で、実際、区長会の中でお話が出たという部分も申し上げま

したが、区長会の中で、２日目ぐらいからお弁当とかが出て来ると、

最初から用意してこない人がいるかもしれないという部分の懸念等が

ですね、それぞれの区長さんの意見として出されましたので、その中

で村の方針として、やはり長期とか、そういう家屋に被害を受けたと

かいうときについては、適宜対応する必要がございますが、避難所の



設置について、基本的な考えとして、そういう備蓄としてのパンとか

アルファ化米とか、そういうものについてはそれぞれ避難所に準備を

しておりますが、必要な方はそういうのを使っていただいて、お弁当

については、そういう長期になるとか、そういうときでない限り準備

はしないで、皆さんの自主的にやはり準備していただくというふうに

お願いしようということで、村の方針として決めたところでございま

す。以上です。 

 委 員 長  ５番 高橋委員 

 ５  番  決算書の１６ページをお願いします。歳入の部分です。 

 １５款２項１目財政調整基金繰入金について、お尋ねしたいと思い

ます。 

 昨年の災害のおりには、急を要する事業、工事等で、この財政調整

基金の繰り入れを補正予算で度々行っており、応急的な部分も速やか

に行われてきたかと思います。 

 そこで、最終的にはこの繰入額と言いますか、３億円程度で済んだ

ということではありますが、２９年度中に最大この繰入額、どこまで

予算上行ったのか。 

 そして、年度当初に１６億近くあった積立額というのが、どこまで

一旦は予算額上減ったのか、それについてお尋ねします。 

 委 員 長  総務課長 

 総務課長  財政調整基金につきましては、実繰入れ、実際の会計の運用の中で

繰り入れた金額については、５億何千万かを一旦繰り入れています。 

 最終的に２億ちょっとを一旦繰り入れたんですけど、それをマイナ

スという形で戻しまして、最終年度末の繰入金としては、３億円とい

う実績になっております。 

 予算執行上最大の、予算上の執行した場合に残ったであろう金額で

すかね、もう一度質問をお願いしたいんですが。 

 委 員 長  ５番 高橋委員 

 ５  番  予算各面上というところで、執行ではなくですね、予算額として、

どこまで財政調整基金繰入額を予算化していったのかという部分で、

お尋ねします。 

 委 員 長  総務課長 

 総務課長  正確な数字については、後ほどお答えしたいと思いますが。 

 概数で申しますと、３月の補正のときに約１２億の繰入れの予算計

上をしておりました。 



 そのときには特別交付税の金額が、３月交付分が確定しておりませ

んでしたので、その中で、やはり特別交付税がどれぐらい来るか分か

らない中で、やはり財政調整基金を充ててるという予算組みをしてお

りました。 

 最終的な部分として、特別交付税３月分が来まして、９億７，００

０万だったですかね、の金額になりましたので、その分を差し引いた

形にして、最終的な３月の末時点の補正予算におきます財政調整基金

の繰入れが６億弱だったと思います。 

 最終的に、決算上は３億の繰入れを行ったということになっており

ます。 

 委 員 長  ５番 高橋委員 

 ５  番  また、正しい額については、個別に教えていただければと思います

が。 

 言いたいところとしては、要は、この大きな災害、未曽有の災害で

はございますが、起きた際に、やはり１６億の基金残高があったから、

この１２億という部分でですね、臨機応変に対応できたという部分が

あるかと思います。 

 先日までの一般質問の中でも同僚議員のほうが、財政調整基金の積

立額等々の計画という部分、私も以前も聞いた覚えがありますが、や

はりこの１２億も使ってきたという部分はかなり大きいのかなという

部分で、今後の財政調整基金の積立額という部分で、もう一度どうい

った指針をお持ちなのか、お尋ねします。 

 委 員 長  総務課長 

 総務課長  財政調整基金につきましては、基本的に目的を持って積み立てると

いうよりは、財政運用の中で、どう剰余金等が出た中で積み立ててい

くかという部分が一番大きい部分になります。 

 実際に、うちが１４億ほどの標準財政規模の中で１６億の財政調整

基金があるというのは、一応総務省等の指針からですね、いろいろ詳

細な調査とか聞き取りとかも行われていた分で、ここで申すのもあれ

ですけど、調整基金の額が多すぎる自治体ということで、県内かなり

上位のほうにおりました。 

 その中で、財政調整基金を云々というよりは、財政調整基金をやは

り施設改修基金とか災害対策基金、やっぱりそういう非常時に使う特

定目的の基金としてやって、あくまで財政調整基金はそういう臨時的

な支出、今回災害等でですね、非常にお金が要った中で、１６億とい

う財調があったというのは、非常に助かった部分ではございますが、



金額だけが目立つということがないような財政運営、ちょっと言い方

はあれですけど、はしていかなければいけないということで、財政調

整基金の適切な金額がいくらという指針も一応示されておりません。 

 ただ、標準財政規模を超えている額については、やはりそういう総

務省や県のほうから指導までいかないですけど、聞き取り等を受ける

可能性がありますので、その範囲内で、やはり適切と申しますか、そ

ういう積立のあり方を検討していかなければいけないというふうには

思っております。 

 委 員 長  ５番 高橋委員 

 ５  番  言い方を変えると、この程度の大きな災害を乗り越えていくために

は、１２億程度の本村においては剰余金、そういった有機的な基金が

必要ということの、裏返しではないかなという部分で質問させていた

だきました。 

 そういった部分で、財政調整基金がそのままの金額では保持できな

いということであれば、やはりある程度この災害に対してという部分

で災害対策基金等への積み増しという部分も、ある意味検討されるべ

きではないかなと思っておりますが、その辺の災害対策基金への積立

等は、お考えはありますでしょうか。 

 委 員 長  総務課長 

 総務課長  基金の組み替えにつきましては、平成２９年度予算で、まず施設改

修基金へという予算計上はしておりましたが、今回の災害によりまし

て、一般財源が必要になる見込みの中で、その２億円は積み替えをし

なかったという経緯はございます。 

 あと数年は、やはり復興のためにですね、どれぐらいの一般財源が

必要かという部分を精査しながら、やはり財政調整基金の残高の中で、

災害対策基金等への組み替えについては、当然検討していかなければ

ならないというふうに思っております。以上です。 

 委 員 長  ５番 高橋委員 

 ５  番  全く別の質問をさせていただきます。 

 決算審査意見書のほうで質問させていただきたいと思います。 

 この内容を引用してですね、１８ページの部分、経常収支比率の状

況ということで記載があっております。毎年この部分で記載はあるん

ですけども。 

 これまでにも議会の中で一般質問等においては、人件費、要は職員

数であったり、そういった部分についての質問はあっております。 

 なかなかその定員管理計画という部分で、ご回答をいつもいただく



んですけれども、財政上にとって、この人件費がどういう割合である

のが、現在の東峰村では適切なのかという部分について、お尋ねした

いと思います。 

 この平成２９年度においては災害があっておりますので、比較とい

う部分はかなり困難になってくるのかなと思いますが。 

 それ以前からの状況を見てみますと、２１年度から人件費のこの経

常収支比率の推移を見てみますと、２１年が２５．１、その次が２３．

７、２７．５、２６．８、２５．８、２８．６、２７年度が２７．０、

平成２８年度が２９．３、平成２９年度が３１．１の人件費の推移に

なっております。 

 こう見比べてみますと、やはり年々増加傾向にある。この３１．１

という２９年度の数字を排除したとしても、こういう部分で経常収支

の中からは人件費の比率が多くなっているかと思います。 

 現在の予算規模からおいて、この人件費の経常収支比率が適切とい

うか、今後どの辺の数値を目指して、予算上、財政上見ていくのか、

お尋ねします。 

 委 員 長  総務課長 

 総務課長  割合の変更につきましては、職員数についてはですね、ほぼ増減は

ない状態で、臨時職員また嘱託職員ですね、いわゆる地域おこし協力

隊とか、ああいった方が入っていると思いますので、その分の中でで

すね、１つは２４、２５に比べて標準財政規模等も小さくなっている

ので、分母自体が少なくなっているという部分、人件費は変わらない

のに分母が減ると、やっぱり割合が上がるという部分がございますの

で、ですので、何％が適正という言い方は、非常に難しいところがご

ざいますが、適切に何％という数字を明示するのは、ちょっと難しい

問題ではないかなというふうに思っております。 

 委 員 長  ５番 高橋委員 

 ５  番  なかなか難しい問題ではあるんですけれども、今後おそらく財政標

準規模というのが人口減少に伴って、経済規模の縮小に伴っておそら

く小さくなっていく中で、この辺の義務的経費の算出という部分が増

えるのか、減るのかというと、やはりある程度それに応じて減ってこ

ないと、なかなか財政運営としては厳しいのかなという現実がありま

す。 

 それと反対して、どうもこの数年に関しては、増加傾向にあるのか

なという部分を感じますが、最終的にこの標準財政規模が減少傾向に

推移していく中で、義務的経費を削減するという何か努力目標、ある



いは何かお持ちでしょうか。 

 委 員 長  総務課長 

 総務課長  議員おっしゃるとおり、何らかの指針なり指標はですね、示す必要。

適正がなんぼというのではなくて、やはり義務的経費で、例えば物件

費にしてもですね、やはり上限を、一時期補助金一律５％削減とかや

ったんですけど、やはり村内団体で一律削減すると、なかなかその後

微妙な問題とかがございまして、そういった部分もですね、当然義務

的経費の中にはいろいろ含まれますので、人件費も当然でございます

が、そういった部分、扶助費等についてはですね、義務とはいえ致し

方ない部分がございますので、やはり今後もう一度精査検討してです

ね、何らかの形で職員等にはですね、予算の査定の中ではいろんな数

値的なもの、ただ、極力必要以外は計上しないとか、基本何％減を目

標とすることとかいう目標はしているんですけど、実際の査定の中で、

そこの努力をある程度はみますけど、やっぱりバサッと切るのもなか

なか難しいというのがありますので、そういった部分も含めて、総務

課、財政等のほうで、何らかの方向性を定めていきたいというふうに、

今、思っております。 

 委 員 長  ６番 髙倉委員 

 ６  番  ２７ページ、９目の交通安全対策費の中の負担金補助及び交付金の

中の一番下、高齢者運転免許証自主返納支援助成金ということで１０

万５，４００円上がっております。 

 先日の成果表の説明のときに、これ１３名とおっしゃったような気

がするんですけど、そして１回限り３万という話だったと思いますけ

ど、金額が合わないんですけど。 

 委 員 長  坂本係長 

総務課係長  議員おっしゃるとおり、１３名と数字が合わないというのはですね、

実際にタクシーの利用券、１枚２００円をですね、１５０枚一気にお

渡しするわけですけども、すべて年度内に使いきるわけではなくて、

１年間、ですから発行から１年間使えるようにしておりますので、年

度内では３万円まるまる使う方がいらっしゃらない場合も含まれてお

りますので、その数字が合わないということになります。 

 委 員 長  ６番 髙倉委員 

 ６  番  ちょっと確認のためにお伺いしますけど、この運転免許証の返納に

ついての予算なんですけど、これは、村が単独で支払っているわけで

すか。今、国でもいろいろな、そういった話が出ているんですけど。 



 委 員 長  坂本係長 

総務課係長  この補助金につきましては、村単費ではなくて、県のほうから１件

当たり２，５００円、最高ですね、２，５００円いただいております

ので、予算上は１３人掛けの２，５００円ではございますが、これも

実績に応じて入ってきますので、単純に２，５００円掛けの１３名で

はなくて、その数字というふうになります。 

 委 員 長  ６番 髙倉委員 

 ６  番  いつも私思うんですけど、都会の人の返納とわが村における返納と

では、全然条件が違うと思うわけですよね。 

 これは、県のすることであれば、ちょっとこちらから要請をしなく

ちゃいけないと思うんですけども、やはりその地域によって金額は、

僕は絶対違うんじゃないかと思うんですよね。 

 これはもう、あとは村長の腕の見せ所で、県のほうに申請をしてい

ただいて、この辺は交通状態が悪いから、もう少し増額はできないか

と。そういうふうなことはお願いできないんですかね。 

 委 員 長  総務課長 

 総務課長  この免許証自主返納事業につきましては、村が出す補助金について

は、村が設定できるという部分です。歳入につきましては、係長の申

し上げた金額、１名２，５００円の金額については、それが上限とい

うことで、うちが例えば３万円出す、５万円出すとしても県のほうで

変わらないので、県のほうの補助率ですかね、それの要望というもの

はできるとしても、たぶん、ここで回答を申し上げるのもあれですが、

ちょっとお尋ねしてみるということで、ご回答します。 

 委 員 長  ありませんか。 

 では、ないようですから、企画政策課に移ります。 

 休  憩  

 委 員 長  １３時４０分まで休憩します。 

（１３時２６分） 

 再  開  

 委 員 長  休息前に続き、会議を再開します。 

（１３時４０分） 

 委 員 長  企画政策課に入ります前に、総務課長より追加説明を行いたいとい

うことですので、説明をお願いしたいと思います。 

総務課長 

 総務課長  先ほどの総務課の委員会の中で、財政調整基金の関係の数字につい



てお尋ねがあった分で、ちょっと詳細な数字の説明ができませんでし

たので、数字の説明をいたします。 

 財政調整基金の残高につきましては、２８年度末の残高で１６億３，

４８２万２千円という金額。 

その中で平成２９年の３月、２８年度の予算補正の中で最終的に、

９億５，２４２万４千円を財政調整基金から繰り入れるという予算額

になっておりました。 

 それで、その額を全部仮に執行したときには、６億８，１３９万８

千円の財政調整基金残高になるという予算の数字は、確か３月で説明

したかと思いますが、６億８，１３９万８千円。 

 ただ、３月の中で特別交付税が、額が確定いたしましたので、また

３月の末に行いました臨時議会において、補正予算で６億５，８８８

万９千円繰入金を減額しております。 

 それで、最終的な２９年度の予算としての財政調整基金の繰入予算

額は２億９，４６０万５千円という金額になっておりまして、最終的

に執行した取崩し額が３億円という形になっております。 

 先ほど説明した数字と若干違っておりましたので、訂正と説明を申

し上げます。以上です。 

 委 員 長  それでは、企画政策課に移りたいと思います。 

企画政策課長 

企画政策課

長 

 追加の資料のほうで、ちょっと間違いを見つけましたので、訂正方

をお願いしたいと思います。 

 このＡ４の１枚の右側の欄の下から３行目、農地６，１２４㎡とあ

りますけれども、これは農地だけではなくて、宅地が６００㎡ほど入

っております。面積は変わりませんけれども、農地だけではなくて宅

地のほうが含まれているということで、お願いをしたいと思います。 

 委 員 長  質疑はありませんか。 

６番 髙倉委員 

 ６  番  ３０ページ、地域おこし支援事業の中の、１番の報酬。 

 外部アドバイザー報酬というのがあります。これは、以前他の議員

が聞いたかと思いますけれども、外部アドバイザーというのは、どう

いう方なんですか。 

 委 員 長  企画政策課長 

企画政策課

長 

 この外部アドバイザーというのは、岸本さんと言いますか、プリズ

ムのことでございます。 



 委 員 長  ６番 髙倉委員 

 ６  番  岸本さんに何のアドバイザーをしてもらうんですか。 

 委 員 長  森山主任主事 

企画政策課

主任主事 

 どういったアドバイザーをいただいているかということですけど

も。 

 こちらですね、地域人材ネットといって、総務省のほうの制度がご

ざいまして、地域おこし協力隊の方を、そういった制度に登録されて

いる方のですね、講師派遣に係る費用というのを特別交付税措置がさ

れているものでございまして、こちらのプリズムの岸本さんにお願い

した内容としましてはですね、基本的には東峰テレビの地域おこし協

力隊向けにですね、その技術等の講師と説明資料等のですね、資料費

または研修に行く際の交通費、そういったものを想定しましてですね、

外部アドバイザー報酬として、東峰テレビの地域おこし協力隊が着任

の間はアドバイスをいただいていたところでございます。以上です。 

 委 員 長  ６番 髙倉委員 

 ６  番  東峰テレビの中でですね、入って、地域おこし協力隊がそこに入る

のに、あそこの責任者である岸本さんがアドバイスをするから、それ

にアドバイス料を払うと、ちょっとおかしくないですか。 

 何ために、じゃあ、そこで勉強するんですか。 

 責任者じゃなかったら、まだ許せますけど、責任者なのに、その人

がアドバイス料を貰うとか、そんなおかしな話はないんじゃないです

か。どのように考えますか。 

 委 員 長  企画政策課長 

企画政策課

長 

 地域おこし協力隊の中でも東峰テレビというのは、ちょっといろん

な技術が必要なミッションでございまして、通常の大学生活とか通常

の中では、なかなか学び得ないような内容の技術がないと、東峰テレ

ビのほうでそういった活動ができないという部分がございますので、

そういう専門的な分野についてのアドバイスをいただいているところ

でございます。 

 委 員 長  ６番 髙倉委員 

 ６  番  もう最後にしますけど、そういったことを言っているんじゃないん

です。 

 会社の中に入って、じゃあ教育をするのに、社長か何か知らんけど、

アドバイス料を自分で他のところから貰います。おかしくないですか。 

 会社の中でやっとるのに、他の人が、いくら技術が難しい、内容が



難しいというのは、それは分かります。 

 でも、それに教えるのにお金を払うというのは、ちょっと私は納得

できないんですけどね。 

 委 員 長  企画政策課長 

企画政策課

長 

 この協力隊の方は、あくまで村の職員でございまして、プリズムと

いう会社に、何と言いますか、プリズムという会社は東峰テレビを委

託しているところで、そこの東峰テレビに村としては、地域おこし協

力隊の方をサポートということで送り込んでいるわけでございまし

て、その岸本さんのところに入社しているというわけではないので、

あくまで村が東峰テレビのほうに派遣をして、受託事業者であるプリ

ズムがその方を教育していただいているというような関係になってお

ります。 

 委 員 長  次に行きます前に、ページの説明があっておりませんでしたので、

そちらをさせていただきます。 

 企画政策課につきましては、決算書２４ページ、２款１項２目文書

広報費から、３２ページ、３０目まち・ひと・しごと創生事業費まで。

５６ページ、７款２項６目美しい村づくり事業費から、５７ページ、

２項７目観光連携事業費までが、企画政策課所管の費目です。 

 では、続けて質疑をお願いします。 

５番 高橋委員 

 ５  番  関連した質問になります。 

 決算書の２９ページのほうに移って、光情報通信費のほうです。 

 先ほどの地域おこし協力隊に絡む部分ではありますが、村の職員と

してプリズムのほうに研修に行っているということで説明があってお

りますが、地域おこし協力隊のほうも番組制作に関わっている部分、

そして防災無線の読み上げの部分にも関わっているかと思います。 

 ここの２２目の１３節の委託料の中にある番組制作委託料の中に、

協力隊がこの委託制作にかかわる項目の部分を、制作に携わった部分

に関して、要はその部分の業務に対する対価はプリズムに支払ってい

るのか。それか、地域おこし協力隊が行った業務に関しては、それは

除外してあるのか、お尋ねします。 

 委 員 長  企画政策課長 

企画政策課

長 

 これは、あくまで研修という形になっておりますので、そこにうち

のほうからその分を差し引くとか、そういったような状況はございま

せん。 



 委 員 長  ５番 高橋委員 

 ５  番  分かりやすい部分で言うと、例えば毎朝、毎晩、お知らせ放送とし

て読み上げている、地域おこし協力隊の方が読み上げている回につい

ても、それはプリズムから請求があっているということでよろしいで

しょうか。 

 委 員 長  企画政策課長 

企画政策課

長 

 そのとおりでございます。 

 委 員 長  ６番 髙倉委員 

 ６  番  ３１ページ、まち・ひと・しごと創生事業の中で、ちょっといくつ

か聞かせていただきます。 

 先日配布してもらった資料から言わせていただきます。 

 まず、竹ホームページ作成１５２万２，８００円、これはですね、

どのような、これにいろいろ書いております。写真撮影の業務委託と

か、これはホームページに今載っていますか。 

 委 員 長  梶原係長 

企画政策課

係長 

 ホームページの件でございますけれども、これは、竹集落地域のサ

イトの構築、それから写真撮影の業務という内容になっております。 

 ホームページの日本語サイト、それから英語サイト、国内外に情報

発信を行うためのものでございます。 

 それから、今現在ですね、ホームページについては、まだ公表して

おりません。 

 と言いますのが、アドレスがまだ未定ということでございます。ま

た、レンタルサーバー等も未定ということで、今現在、コーディネー

ターのほうがですね、そういったホームページの最新にアップする作

業とか、レンタルサーバーを借りる作業等を実施しているところでご

ざいます。早急にですね、ホームページが公開できるように、取り組

んでまいりたいと思っております。 

 委 員 長  ６番 髙倉委員 

 ６  番  ではですね、棚田ライトアップ業務、１３２万３千円。 

この中で、訪問したくなるような集客イベントとして実施しました。

また、竹地区及び周辺環境の魅力とライトアップの評価として、モニ

ターツアーも期間中に実施しました。ということでございます。 

 この、実施したのは、私は悪いとは言いませんけれども、どのくら

いの人が集まって、モニターツアーということでございますので、ど



のような評価を得たのかを、分かる範囲でよございますのでお知らせ

ください。 

 委 員 長  梶原係長 

企画政策課

係長 

 棚田ライトアップ事業というのは、新規に今回事業を行ったところ

でございますが、ＬＥＤを１７０個ほど棚田のほうに配置をしまして、

棚田の石積みを真下からライトアップをするということと、竹集落に

あります棚田交流館、そちらの上の展望台がございますが、そちらに

竹で作ったモニュメントを置きまして、その中にろうそくを灯すとい

ったイベントでございます。 

 それから、竹集落にありますお不動様という大きな岩がありますけ

れども、そこをライトアップして、その前に大きな竹のモニュメント

を置くということをですね、試験的に実施したものでございます。 

 今回、モニターツアーというのは、基本的に福岡市内から２０名程

度を募集しまして、モニターに参加していただきました。モニターは、

１日かけてモニターとして参加をいただきましたけれども、まず竹周

辺の観光施設ということで、岩屋公園、そこに実際に行って、私ども

がご案内をして説明をするといったことを行っております。 

 それから、夜は棚田のライトアップを直接見ていただいて、夜に帰

っていただいたというものでございます。 

 ライトアップについては、３月の２３日から３１日までの９日間で

実施をしたわけでございますが、時間としては夜の６時から９時まで

ということで、ライトアップを試験的に行いました。 

 その期間ですね、竹の方にご協力をいただきまして、大体３時間、

１日３時間でございますけれども、計ですね、延べ人数として約２５

０人の方がですね、そのライトアップに訪れているという結果が出て

おります。 

 また、モニターツアーは２０名ということで、いろいろアンケート

等を実施して、報告書まで作成をしてございます。 

 その報告書の中ではですね、ここが良かったとか、こんな点を工夫

したらとかですね、それから、今後何ができるかといったことをです

ね、アンケートにご記入をいただいております。 

 いろいろ意見がありますので、こういったアンケートを基に、今年

もライトアップ事業を行っていきたいと考えておりますので、こうい

った意見を十分に反映させて、より良いものにしていきたいと考えて

おります。 

 委 員 長  ６番 髙倉委員 



 ６  番  最後の基本構想策定９８６万４００円のところで。 

 まずですね、観光客ニーズ調査というのがあります。この観光客ニ

ーズ調査というのは、おそらくこの下のほうにあるシンカというとこ

ろがやったんだろうと思いますけれども。 

 先ほども言ったように、私も冊子を見せていただきましたが、非常

に簡単というか、こんなものは机に座っとってもできるかなと、ちょ

っと思った次第でございます。 

 ですので、本当に実際それを調査したのか、それは、職員として把

握したんですかね。しているところを見ました。 

 やはりこのアンケートとか、特に福岡とか東京とかでアンケートを

したとか、ニーズ調査をしたとか言っても、実質本当にやっているの

か、やってないのかというのは、分からんと思うんですよね。 

 私は、そこがちょっと引っかかるんですけど、そこのところは実際

職員さんが行って、あんたたち本当にしよるかと見るわけにもいかん

かもしれませんけど、やはりそこのところがちょっと引っかかるとこ

ろがあるんですよね。 

 だから、そういったところを、やはりしっかりと行政としてはです

ね、お金を出す以上はある程度の監視というか、そういったものをし

てもらわないと、お金を出す意味がないし、将来的にも見込みがない

と思いますので、そこのところをちょっと難しいかもしれませんけど、

答えられる範囲でよございますのでお教え下さい。 

 委 員 長  梶原係長 

企画政策課

係長 

 市場調査の件でございますけれども、今後の棚田保全景観プロジェ

クトを進めていく上で、企画とか広報を行うための裏付けとしまして、

市場調査を実施したところでございます。 

 当面のターゲットでございます福岡都市圏、福岡に在住の方、それ

から、将来的に呼び込みたいターゲットとして関東圏、東京在住の方

を対象に調査を行っております。 

 調査期間は、平成３０年の１月から２月ということで、２カ月間で、

これは、インターネットによる調査でございまして、こういった調査

を実際実施したかということでございますが、こちらにありますとお

りですね、かなりの分厚い資料を業者のほうが提出をされてきており

ますし、そういったデータとして明らかに出て来ておりますので、き

ちんとですね、市場調査というものは行われたというふうに認識して

おるところでございます。 

 また、この調査を基にですね、基本構想にも反映をしていったとこ



ろでございます。 

 委 員 長  ７番 長澤委員 

 ７  番  今のこの資料でお尋ねします。 

 それと決算書では３２ページの２款１項３０目まち・ひと・しごと

創生事業の１７節になります。 

 財産購入費、農地及び空き家購入費で、９４７万３，２９７円、こ

れの坪単価と、この地域の路線価ですね、これが分かれば教えてくだ

さい。 

 委 員 長  企画政策課長 

企画政策課

長 

 この後でお出ししましたこちらからの資料については、非常に大雑

把な形で、面積と全体の購入額しか入れておりませんけれども。 

 実は、これにつきましては、なかなかこういう単価というのは影響

力がですね、大きゅうございまして、これを出してしまうと、何と言

いますか、その地域の方への影響とかですね、他の買収の関係とか、

あるいは一番こちらが懸念しているのは、ここの協力いただいた方か

らですね、こういったことはもう公表しないでくれとかいうような中

での購入になっております。 

 かと言ってこれを出さないわけにはいきませんので、そこに特定さ

れないような形でですね、全体でこれだけの面積を買収して、全体で

これだけのお金はかかっていますということで、お出ししているとこ

ろでございます。 

 単価につきましてはですね、そちらのほうに書いておりますけど、

不動産鑑定士さんのほうにお願いをいたしまして、直近の買収の実例

とか道路からどの程度離れているかとか、いろんな条件を加味した上

で出していただいた単価で、買収をさせていただいたところでござい

ます。 

 委 員 長  ５番 高橋委員 

 ５  番  成果説明書の２７ページをお願いします。 

 ２款１項２８目まち・ひと・しごと創生事業費の中のウォーキング

マイレージシステムのバーチャル村民対応業務について、お伺いした

いと思います。 

 少し一般質問でもお尋ねしたいところではあったんですが、ちょっ

と決算と絡む部分でお尋ねしたいと思います。 

 このバーチャル村民という事業、観光と結び付ける事業ではあるか

と思いますが、日常、この村外の方々、バーチャル村民として登録さ

れている方々が、歩くということと観光という部分が、どう結びつく



のか、少しその部分についてお尋ねしたいと思います。 

 委 員 長  企画政策課長 

企画政策課

長 

 歩くということがどういうふうに結び付くかということでございま

すけど。 

 ウォーキングマイレージのシステムは歩いた歩数で、いろんなポイ

ントを付与してというような仕組みになっておりますけど、それに乗

っかった形のシステムでございまして、村外の方も一緒に歩くことに

よって、ポイントの商品券の返還率は低い状況ではございますけれど

も、一緒に歩くことによって、そういう村でしか使えない商品券と交

換することによって、来ていただくと。来ていただくという部分が、

一番観光に関係するのかなと思っているんですけれども。 

 もし、この取り組みに参加しなければ、当然来ないわけなんですけ

ど、この取り組みに参加していただくことで、東峰村でしか使えない

商品券と交換できることによって、東峰村に足を運んでいただく。 

 その足を運んでいただくときに、商品券１千円になるまでに、大体

１００万歩ぐらい歩かないと１千円にならないんですけど、そういう

１千円の商品券でも使おうと思って来ていただければ、やっぱり買い

物するときには、それ以上の買い物をしていただくと。ついでにいろ

いろ回遊と言いますか、いろんなところをせっかくだから回ろうとい

うような形で、観光に絡んでくるというような仕組みを考えていると

ころです。 

 委 員 長  ５番 高橋委員 

 ５  番  まず、１つちょっと気になる部分が、他市町村の方々が参加してい

ただいて、観光に寄与するというのは、すごくいいアイデアで、この

バーチャル村民自体は、面白いなとは思っております。 

 ただ、歩くということに関しては、個人の方の健康管理、健康増進

ということなので、我々の市町村というか、村がその部分を応援する

というのは違って、その住まわれている自治体が健康増進に対してア

プローチすべき問題ではないかなという部分の、ちょっと違和感を感

じる部分ではあります。 

 おそらく言いたい部分としては、ウォーキングマイレージシステム

を使っているから、そういう歩くことがポイントになって、バーチャ

ル村民ということはすごく分かるんですけども。 

 今後そのウォーキングマイレージシステムの中で、バーチャル村民

というのは何か発展していく可能性というのはあるのでしょうか。 

 例えば、ポイントシステムに関しては、もう少し汎用性があって、



例えばいろいろ体験することに対して、ポイント加算とか、この通告

書の中でも少し書かせていただいた部分ではあったんですけども。 

 商品の購入、村内で購入した部分に対してのポイント加算であった

り、あとはボランティア活動とかですね、そういった部分に対しての

ポイントが付いたり、そういった部分の臨機応変の対応が、このバー

チャル村民のウォーキングマイレージシステムの中で可能なのかどう

か、お尋ねします。 

 議  長  企画政策課長 

企画政策課

長 

 まず、よその方の健康までというようなことについてはですね、ウ

ォーキングマイレージ自体は健康を中心とした事業ですけれども、こ

のバーチャル村民については来ていただくための費用ということで、

村外の方が健康になるための費用ではないという位置付けを取ってい

るところです。 

 それで、この事業の展開をどう考えるかということでございますけ

ど、まだ始まったばかりと言いますか、先ほど言いましたけど、１０

０万歩で１千円ということで、ようやくこの頃１００万歩に達した人

が出てまいりまして、今、１２人ぐらいのポイントの交換、商品券へ

の交換の申請が来ております。 

 それで、２００人の方に参加していただいておりますので、徐々に

交換が始まってまいると思いますけど、そういった状況をもうちょっ

と見たいなと思っているところです。 

 どんどんこれが、交換が増えて村に来る人が増えるような状況であ

れば、単純に言えば２００人の方の枠を、１００人、２００人また増

やしていくという考え方が１つ。 

 もう１つは、今、委員さんおっしゃられたように、歩くことだけで

はなくて、もっとポイント制でいろんなことに対するポイントをあげ

て、もっと東峰村に来ていただくような方法は考えないのかというふ

うになれば、それはやっぱりその結果を見る中でですね、今後そうい

うことも十分に検討する価値はあるかと思っているところです。 

 委 員 長  ５番 高橋委員 

 ５  番  このバーチャル村民に関しては、要は端末を使わないタイプにして

いるので、１人当たりの固定費という部分はだいぶ抑えられてはいま

すが、やはり１００万歩まで到達するまでにだいぶ時間がかかってし

まう部分等々を考えると、気持ちの持続面はどうなのかというのと、

やはりこのウォーキングマイレージシステム自体のＩＤ及びシステム

維持費というのが結構かかっているというイメージがあります。ただ、



歩数を計算して、それをポイント化しているというだけにもかかわら

ずですね。 

 それを村内と一緒にやっているから、費用対効果として紛らわせて

いる部分もあるかと思いますが、もう少し安価に、このバーチャル村

民という制度自体ができないのかなというのを非常に感じる部分と、

もう少し村でこうしたほうがいいんじゃないかというアイデアが出て

きたときに、活用しやすいような方法もぜひ検討していただきたいな

と思います。 

 ウォーキングマイレージ自体の質問に関しては、おそらく保健福祉

課でしたほうがいいと思いますので、ぜひ、その辺の費用対効果に関

して、ご検討いただきたいと思います。 

 ご回答をお願いします。 

 委 員 長  企画政策課長 

企画政策課

長 

 この１人当たりの費用でございますけれども、大体一月に１００円

ということで、１年間で１，２００円かかるような状況です。 

 これが高いか安いかという議論にはなろうかと思いますけれども、

今のウォーキングマイレージシステムを乗っかっている以上そういう

費用がかかってしまうのと、ただ歩くためだけの、そういった集計し

かできませんので、今、議員さんの言われたような、いろんなアイデ

アをポイント化するというのは、今後考えていく必要があるかと思う

んですけど。 

 その中にはいくつか課題もあってですね、どなたが、何と言います

か、例えば、焼物の購入をしたからポイントが付くとかいう場合には、

その焼物を買ったところがポイントを付与するような形になった場合

に、それを公正さをどう担保するかとか、ボランティアで来られたか

ら１００ポイントあげます。その１００ポイントは誰があげるのか、

その１００ポイントは、確かにボランティアされていましたよという、

そういう公正性の担保というのは、ちょっとあるかなとは思うんです

けど、そういうことも含めて費用対効果を見ながらですね、今後はそ

ういった、今のウォーキングマイレージ、バーチャル村民だけではな

い、いろんな方法も考えていく必要はあるかと思います。 

 委 員 長  ６番 髙倉委員 

 ６  番  ３０ページ、地域おこし支援事業費の中の委託料、１３節委託料。 

 協力隊員募集広告等委託料というのがあります。これはどこに委託

して、例えば、どういうようなことをやっているのか、そこのところ

を教えてください。 



 委 員 長  池田主任主事 

企画政策課

主任主事 

 協力隊の募集につきましては、株式会社シゴトヒトというところが

ございまして、通常ホームページ上では「日本仕事百貨」というタイ

トルで、ホームページ上でですね、募集をしております。 

 内容につきましては、その仕事百貨の社員の方が実際に現地まで赴

きまして、インタビューを関係者に聞きまして、いろんな思いをです

ね、こちらが求めている人材の概要とか、いろいろと求めている人物

像を記事にして、サイト上にアップするということでございます。以

上です。 

 委 員 長  ６番 髙倉委員 

 ６  番  効果はどのようになりましたか。 

 委 員 長  池田主任主事 

企画政策課

主任主事 

 募集を掲載したところ、１件に対して３件から５件ぐらいですかね、

お問い合わせ、また申し込みをいただいている状況でございます。以

上です。 

 委 員 長  ５番 高橋委員 

 ５  番  成果説明書の２７ページ、まち・ひと・しごと創生事業費の中の、

委託料の中に書いてある地域再生計画作成業務です。これは、どこに

委託されたんでしょうか。 

 委 員 長  梶原係長 

企画政策課

係長 

 この業務につきましては、一般社団法人シンカに委託したものでご

ざいます。 

 委 員 長  ５番 高橋委員 

 ５  番  この地域再生計画というのは、地方創生まち・ひと・しごと総合戦

略の、このゲストハウス関連の部分で、地域再生計画を作らないとい

けないという部分は聞いておりました。 

 国に提出するような資料でありますよね。本来これは、役場が作成

する業務ではないんでしょうか。役場職員が。 

 委 員 長  梶原係長 

企画政策課

係長 

 確かに地方創生事業にかかる地域再生計画それから実施計画につい

ては、村のほうで作成をして、国に出すという作業を行っておるとこ

ろでございますが。 

 やはり今回の棚田保全プロジェクトと言いますのは、過疎地域の棚

田やですね、地域をどう守っていくかと、活性化していくかというこ

とをですね、ビジネスの手法を取り入れて、地域を活性化させるとい



うソーシャルビジネスという考えのもとに、計画をしていこうという

ことを考えましたので、そういった知見を有している方にですね、補

助業務を委託したという経緯でございます。 

 委 員 長  ５番 高橋委員 

 ５  番  今の業務多忙な部分で、強く言うのは難しい部分かもしれませんが。 

 企画政策課という部分、つくられた経緯にあたっては、やはり村の

政策的な部分、企画的な部分を集中して行う個所という部分で、確か

聞いていたかと思います。 

 そういった部分で、根幹を担う計画の部分は委託されるというよう

な事態であっては、なかなかこの企画政策課をつくって、そこに専属

する、要は計画を作る職員がいてできないというのは本末転倒ではな

いかなと、若干思ってしまうのですが。 

 やはり、その国への、要は、補助金申請のために必要な書類等々は、

やはり職員の方々が実力をつけて、力をつけて身に付けていかないと、

もうすべて委託業務になってしまうのではないかなと感じてしまいま

す。 

 その部分は、なぜ、要は人材育成という部分を排除というか、それ

よりも委託というふうな部分を選んだのか、お尋ねします。 

 委 員 長  企画政策課長 

企画政策課

長 

 これは、先ほど係長のほうからも話がありましたように、ベース的

なものを作ってもらってはおりますけれども、最終的な、出すときに

は、もちろんこちらのほうで見ながら、確認しながら出しているとこ

ろでございまして、最近の交付金申請、いろんな補助金申請にあたり

ましては、これまでのやはり反省からか、もうかなり密なと言います

か、非常に細かい申請内容と言いますか、要求されております。 

 それにかかってしまうと、もう他のことができなくなるレベルでで

すね、特に今回の、このまち・ひと・しごと創生事業の交付金の申請

にあたりましては、これまでの補助事業とは違った形での、非常に厳

しい審査と言いますか、それになかなか職員だけでは対応できないと

いう部分があり、先ほどの話のような状況でございます。 

 委 員 長  ２番 梶原委員 

 ２  番  決算書の１５ページですかね、立木、流木の杉・ヒノキ流木売払金

が３８８万１７９円あります。 

 これの中身、杉、ヒノキ、そういう分別と石高、いわゆる立米数は

分かりますか。 



 委 員 長  森山主任主事 

企画政策課

主任主事 

 ご質問の中で、この金額が出ておりますが、２回ですね、平成２９

年度に時期を分けて伐採をしております。 

 伐採の種類としまして、面積は、全体で昨年度は２６，３００㎡の

ほうのですね、保安林の伐採、基本的には杉、ヒノキの保安林を伐採

しております。 

 そこからですね、実際に、何と言うんでしょうか、工事をしてです

ね、森林組合のほうで伐採をして出た量がございまして、その中の金

額です。 

 まず１回目にやったものがですね、１４２万８，９２１円のまず材

が出ております。２回目が１４３万８，８５７円の材が出ておりまし

て、こちらも杉、ヒノキの基本的には材となっております。 

 ちょっとですね、量と種別の細かことに関しましてはですね、こち

らのほうでお示しすることができませんので、また、後で調べてご報

告したいと思います。 

 委 員 長  ２番 梶原委員 

 ２  番  なぜ聞いたかというとですね、単価を知りたいんですよ。現在の市

場の単価を知りたいんです。 

 杉がどのくらいで、もちろん曲がりとか中の黒い黒木の部分がある

とか、そういうことによって変わってきますけども、ほぼ５０年から

６０年の木だと思うんです。あの辺の伐採した木はですね。その辺の

ことの単価を知りたいんです。 

 委 員 長  森山主任主事 

企画政策課

主任主事 

 単価についてはですね、後ほど資料のほうを出させていただきます。

よろしくお願いします。 

 委 員 長  ５番 高橋委員 

 ５  番  成果説明書の４８ページ、ちょっと今に関連する部分であるかもし

れません。 

 ７款２項６目美しい村づくり事業費の中の補償費、支障木伐採補償

に関してなんですけれども、民有林の伐採に係る部分かと聞いており

ますが。 

 今回、２９年度の実績の中で民有林というのは、どれくらいの規模

伐採が行われたのでしょうか。 

 委 員 長  森山主任主事 

企画政策課  こちらのですね、補償費に入っております８１万５８０円の分です



主任主事 ね。 

 こちらは支障木で民有林が入っておりますけど、基本的にですね、

面積でいきますと、対象面積ですね、まず伐採の届けを出している。

２６，３００㎡、こちらがですね、岩屋駅付近と、あと親水公園付近

のですね、山のほうの面積を２９年度は伐採の対象として作業を行っ

ているところでございますが。 

 昨年度計画しておりましたが、災害のためにですね、そちらの一部

は入ることができませんので、そちらのほうが１４，０００㎡ほどご

ざいました。 

 ですので、実際に伐採を行った面積は１２，３００㎡、こちらのほ

うの民有林をですね、伐採のほうをするということでやっております。 

 ただ、こちらの支障木伐採に関しましては、災害前にですね、民有

林の所有者の方にお話をしておりますので、こちらのほうは、先ほど

申し上げた、引いた１４，０００と１２，３００足した２６，３００

㎡の分の補償費となっているところです。 

 委 員 長  ５番 高橋委員 

 ５  番  この景観整備に係るという部分なんですけども、この、要は岩屋公

園周辺の伐採というか、景観整備という部分に関しては、何に基づい

て、この事業というのは行われているのでしょうか。地方創生の何事

業でしょうか。 

 委 員 長  企画政策課長 

企画政策課

長 

 今、ちょっとすみません。手元に計画書を持って来てないので、正

確な事業名が言えませんけれども、景観に関する事業がございました

ので、その１つは、ＪＲ付近は車窓からの景観という部分と、岩屋の

ほうについても景観整備の事業がございましたので、それに基づいて、

今やっているところでございます。 

 委 員 長  ５番 高橋委員 

 ５  番  おそらくほっとする里山づくり事業かと思います。すみません。何

かもったいぶって申し訳ないんですけども。 

 この概要自体が、国・県道の沿線、棚田や森林公園、村の継承地等

の里山景観を整備し、観光客等の増加を図りますということで、おそ

らくその中で、岩屋公園というのが選ばれているのかなというのは

重々承知なんですけども。 

 昨日までの一般質問の中でも、要は国道沿線沿いの民有林等々が、

走行を阻害したり景観を害しているという部分で、景観改善も言われ

ておりました。 



 おそらくそういった部分も、こういったほっとする里山づくり事業

にもあたるのではないかなということも考えられるんですけれども、

今、岩屋公園に集中されていますが、今後どういうふうにこの事業の

展開、場所の選定等、一般質問でもお尋ねしましたが、お尋ねします。 

 委 員 長  企画政策課長 

企画政策課

長 

 議員言われるとおりですね、必ずしもあの辺りに限定した話ではな

いので、あの辺りが一応終わればですね、また、その里山の景観保全

に資するところと言いますか、そういうところも含めて事業はやって

いくべきかなと思っているところです。 

 今のところはちょっと、やっぱり景観の保全というのは、いっぺん

にその個所をしないと、何本か残ったままとかいう形では見かけも悪

いので、今は岩屋公園の周辺とＪＲの関係のところにあたっておりま

すけれども、その辺りもいつまでもかかるわけではないかと思います

ので、順次計画に則った形で、他のところも当然やっていくべきかな

と思っているところです。 

 委 員 長  ５番 高橋委員 

 ５  番  別の質問にまいります。 

 決算書の３１ページ、２款１項２９目移住・定住対策事業費の中の

１３節委託料の中で、移住対策業務委託料で決算説明会のときに、バ

ーチャル村民ができることをホームページで記載するためという説明

があったんですけれども。 

 元々こういうふうな予算の使い道だったんでしょうか。 

 委 員 長  企画政策課長 

企画政策課

長 

 この３２万４千円と言いますのは、ご説明のとおり、バーチャル村

民の方のホームページを改修したときの費用でございますけれども。 

 バーチャル村民は当然移住・定住とかですね、そういった方に、他

の方よりも関心が当然あるだろうというような中で、その移住・定住

の中の一環、関係ないとは言えませんので、そういう中でホームペー

ジの改修を行ったというような状況でございます。 

 委 員 長  ５番 高橋委員 

 ５  番  ホームページの移住ページのほうを見てみると、もう現在このバー

チャル村民に対する記載というか、掲載というのが一切ないような状

況でありますが。 

 果たして、この２９目からの支出が適切だったのかなという部分を

非常に感じます。バーチャル村民自体はまち・ひと・しごと創生事業



で行っている部分であるかと思うんですが、なぜ、この移住対策にし

なければならなかったのでしょうか。まち・ひと・しごとのほうで完

結できなかったのでしょうか。 

 委 員 長  森山主任主事 

企画政策課

主任主事 

 まず、委員さんからのですね、ホームページのバーチャル村民のペ

ージがなくなっているということでしたけども、こちらは２月にホー

ムページのほうを作りまして、基本的にその場所自体はですね、行政

のほうのホームページでバーチャル村民の紹介のページ、現在につき

ましては、募集のほうが一時終わっておりますので、募集は終了しま

したというのと、システムの対応についてのページのほうは、行政の

ほうのページのほうで、バーチャル村民のサイトはあるような状況で

ございます。 

 委 員 長  企画政策課長 

企画政策課

長 

 その上で、なぜここにあるのかという話になると、直接定住とかで

すね、そういう部分に関係あるということで、ここで出させていただ

いたところですけれども。 

 必ずしもじゃあ、ここでなくてもよかったんじゃないかと言われれ

ば、ちょっとそこは少し検討の余地はあったかもしれないですけど。 

 ここで悪かったのではないかということには、強くはならないよう

な気がしているところでございます。 

 委 員 長  ５番 高橋委員 

 ５  番  元々この委託料、当初予算に計上されたときには、おそらくバーチ

ャル村民のバの字もなかったと思うんですよね。 

 元々この移住対策について、何を考えていて、この委託料を上げて

きたのかという、要は当初予算の計上の意図と、後からこのバーチャ

ル村民に対するホームページを作った意図とがずれているんじゃない

ですかと。 

 なぜここで、あえてバーチャル村民のホームページの予算を充てな

ければいけないのかという部分で、聞いております。 

企画政策課

長 

 お時間をいただいてよろしいでしょうか。 

 委 員 長  その前にお諮りします。 

 企画政策課の予定時間を随分過ぎております。 

 それで、総括質疑のおりにですね、このものに対してもお答えをい

ただくという形で、ある程度の目途で企画政策課を終わりたいと思っ



ておりますが、いかがでしょうか。よろしいですかね。 

 （「はい。」の声あり） 

 委 員 長  では、先ほどの高橋委員の質問についても、総括のおりに答えをい

ただくという形にしていきたいと思いますので、よろしくお願いしま

す。 

 最後に、何かありましたら。 

 よろしいですか。 

 （「はい。」の声あり） 

 委 員 長  それでは、ここで企画政策課の質疑を終結します。 

 休  憩  

 委 員 長  次は、住民税務課に移りたいと思います。 

 １４時４０分より始めたいと思います。よろしくお願いします。 

（１４時３２分） 

 委 員 長  休息前に引き続き、住民税務課の質疑を行いたいと思います。 

（１４時４０分） 

 委 員 長  決算書２７ページ、２款１項１０目土地対策費から、３２ページ、

２款２項１目税務総務費、４７ページ、４款１項１０目公害対策費ま

で、住民税務課の所管の費目です。 

 住民税務課、質疑はありませんか。 

６番 髙倉委員 

 ６  番  成果説明書のほうで、１０ページ、収入のほうでお伺いいたしたい

と思います。 

 １款３項のところの軽自動車税、収入未済額というのが３７万ほど

ございます。 

 これ、ちょっと私よく分からないんですけども、当然税金を払って

なかったら、車検とか通らんですよね。 

 そういうのは、本人じゃないから分からないかもしれませんが、そ

ういう方たちはどのようにしているのかを、ちょっとお伺いしたいん

ですけど。 

 委 員 長  住民税務課長 

住民税務課

長 

 基本的にはおっしゃられるようにですね、車検というのがございま

す。 

 ですので、納税をしていただいて、その証明書がない限り車検がで

きないと。ですので、道交法上と言いますか、車に乗れないというの

が原則でございます。 



 ですので、おそらく今まで滞納されている方、おそらくというか、

その中には今現在乗ってらっしゃらない方もあるのかなというふうに

は思っています。 

 あと、ここで言う収入未済額につきまして、滞納という形になって

おりますので、再度、もう一度ですね、その辺りはチェックを当然し

ていかなくてはいけないと思っておるんですが、原則的には先ほど申

し上げましたとおり、車に乗ることができませんので、乗っている方

はいらっしゃらないと思うんですが、そういうことでございます。 

 委 員 長  ５番 高橋委員 

 ５  番  成果説明書の３４ページをお願いします。 

 ３款１項１１目臨時給付金給付事業についてです。 

 ここ事業が行われて、国等への返還金という部分が発生しておりま

すが、該当する方々に対して申請者数が６２３名ということで、要は

達成率と言いますか、該当者に対して、申請者との率、割合を教えて

いただいてよろしいでしょうか。 

 委 員 長  住民税務課長 

住民税務課

長 

 ここではですね、申請者の方６２３名の方に対し、１万５千円をお

支払いしております。ですので、その合計額が右にあります９３４万

５千円。 

 返還額につきまして、１３８万４千円ということでございますが、

こちらにつきましては、平成２７年度の年金生活者等支援臨時給付金、

こちらの４１名の方、こちらは１人当たり３万円でございましたけれ

ども、そちらの１２３万円。 

 それから、同じく平成２７年の臨時福祉給付金の事務費ということ

で１５万４千円、合計の１３８万４千円がこの返還金ということでご

ざいますが、先ほど申し上げましたですかね、４１名分が申請がなか

った分。 

 これは、当初村のほうが概算払い請求と申しますか、国に請求する

場合、対象になる方を抽出して、その時点でですね、国に申請をいた

します。 

 ところが、この給付金の場合、扶養に入られていた場合とかが対象

外となりますので、当時こちらが申請した段階においては対象者では

ありましたが、その後に扶養に入られたりとかいう形でなった方が、

主にこの４１名分の中に入ろうかと思われます。 

 ちょっと割にしましたら、ちょっと何％かというのは、今、ここで

はあれなんですが、そういうことで、当然勧奨通知等は出させていた



だきましたが、申請がなかった方が４１名いらしたということで、そ

の残額が、先ほど申し上げましたが、合計で１３８万４千円の返還金

が生じたということでございます。 

 委 員 長  ５番 高橋委員 

 ５  番  額は小さいながらも、やはり意味のある寄附金であるかなという部

分あるかと思います。 

 多くは扶養に入っていたから該当者ではなくなったという部分ある

かと思いますが、そうでもない部分というのがあっての発言だと思い

ます。 

 要は該当で、本当に渡すべきというか、貰うべき方だったけれども、

申請がなかった。その方々はなぜ申請がなかったのか。 

 それは交通手段なのか、本人に、要は催促というか、何回も通知を

出しても認識までいかなかったとか、その要因というのは、何が要因

なんでしょうか。 

 委 員 長  住民税務課長 

住民税務課

長 

 先ほど、確かに勧奨通知をですね、出させていただきました。電話

においても連絡のつく方は、申請してくださいというふうには、担当

課のほうからはいろいろな形で通知はさせていただきました。 

 ただ、これがあくまで申請主義ですので、それ以上はですね、ちょ

っとこちらも手立てがないと申しますか、一応高齢者の方ですので、

確かにおっしゃられるように、気づいてなかった方がおられた可能性

は無きにしも非ずとは思うんですが、勧奨通知を出して、今、扶養と

かに入られていた方がですね、この４１名の方には、主にはそういう

方でした。 

 実際出されてない方が何名かというのが、現実的にはたぶん１０名

いなかったとは思うんですが、当然宝珠の郷とかですね、清和園に入

っていた方は、そちらのほうに通知をさし上げて、施設の方から取り

まとめていただいたりとかですね、いろんな手立ては行ったんですけ

れども、それでもやっぱり申請が上がって来なかったという方が、数

名がいらしたということです。 

 委 員 長  ５番 高橋委員 

 ５  番  また今度消費税が上がるという部分があるので、おそらく何かまた

ある可能性もあるかもしれません。 

 その際に、ぜひ、やはり国から給付というか、される部分であるの

で、ぜひ、１００％できるような形を、ぜひ、課内でもご検討いただ

きたいなと思います。 



 以前は確か１００％達成していた年度もあったかと思います。その

当時も振り返りながら、ぜひ、検討していただきたいと思いますが、

いかがでしょうか。 

 委 員 長  住民税務課長 

住民税務課

長 

 住民税務課としましてもですね、こういった給付金は、当然皆さん

方にお支払いするのが原則でございますので、できる限り、勧奨通知

等も今まで当然やってきたんですけれども、漏れのないようにですね、

そこの辺はさせていただきたいと思います。 

 委 員 長  ８番 大蔵委員 

 ８  番  ４５ページ、４款１項３目環境衛生費、サン・ポートですけれども、

委託料。 

 去年の災害でですね、サン・ポート自体が処理能力一杯一杯の中で、

たくさんの災害廃棄物を受け持っていただきました。 

 その中でまた、可燃ごみ、不燃ごみも当然増えておるようでござい

ますけれども、東峰村は分別収集が進んでおる中で、どういったこと

で増えておるのか、お聞きします。 

 委 員 長  住民税務課長 

住民税務課

長 

 去年と一昨年の比較ということでよろしいですかね。 

 昨年度はですね、やはり災害ごみの関係が多ございました。 

 ７月５日からですね、次の火曜日かなんか収集できない、道も通行

止めがあって、できない状態でございましたので、回数的には１、２

回減ったか。その後しましたんで、ほぼ変わらない回数は行ったんで

すけど、やっぱりどうしても災害ごみ関係があったと思われます。 

 村内にも３カ所ほど、グラウンドとかを使用して、災害廃棄物の処

理は行ったんですけれども、やはりそれでも燃えるごみ系は、そうい

った形で出していただきましたので、その分が昨年度は増えたという

経緯はございます。 

 委 員 長  ８番 大蔵委員 

 ８  番  たぶんそうだろうと思っておりましたけれども、今、サン・ポート

自体が、もう先ほど言いましたように、処理能力一杯になっていると

いうことでございまして、災害がなければ今回少なかったと思います

が、その周知なり、皆さんにも伝えることが必要だろうと思いますが、

いかがでしょうか。 

 委 員 長  住民税務課長 

住民税務課  その辺りはですね、確かにごみの減量化とかですね、いうことは、



長 周知をさせていただきたいとは思います。 

 サン・ポート自体も一般ごみの受け付け、搬入についてはですね、

１０ｋ当たり５０円から１５０円に引き上げるなどして、やっぱりご

みの減量化というのをお願いしていますので、そういったことも周知

はしておりますが、サン・ポートの事務方からお伺いしますと、それ

でやはりかなりの量が減ったと、現在減っているということですので、

そういったことも含めまして、減量化については、周知と広報等をや

っていきたいと思っております。 

 委 員 長  ５番 高橋委員 

 ５  番  成果説明書の３４ページ、３款２項１目児童福祉費の中の子育て支

援金について、お尋ねしたいと思います。 

 まち・ひと・しごと総合戦略の中で策定され、出産、小学校、中学

校、高校入学の際にいただける祝い金でありますが、非常にありがた

いという部分があって、自分もいただいている身ながら、この質問を

するというのも、ちょっとお許しをいただきたい部分があるんですけ

ども。 

 例えば、誕生の際に対しても、要は受付というか、総合窓口にて出

生届けを出した際に申請書類をいただいて、それを出して、口座に振

り込まれるという一連の流れになっているんですけども。 

 すごく何か無機質な感じを感じてですね、一応お祝い金ということ

であるので、要は、このお祝い金というのは、村がこういう総合戦略

をして、こういう意味合いで子どもたちのために祝いをするという部

分のお金かなと感じて、この総合戦略を立てているし、自分もそうい

う気持ちでいるかと思います。 

 せっかく気持ちを持って住民の方に、要は新しい住民、そして入学

する、そのお祝いという意味を込める何かを考えてはどうかなと思う

んですけれども。 

 今現時点で、要は申請する以外に、何かお祝いの手立てというのは

やっていたりするんでしょうか。 

 委 員 長  住民税務課長 

住民税務課

長 

 おっしゃられるとおり、振込用紙をいただいて、それを持って、い

ろいろ条例に基づいてですね、いろんなちょっと若干の調査をさせて

いただいたりして、振り込みますという通知だけしか、今現在送付さ

せていただいてもらっておりません。 

 ですので、現状では、今そういうことでございます。 

 委 員 長  ５番 高橋委員 



 ５  番  なかなか住民の方と接する機会というのは、役場に訪れないとなか

ったりする中で、やはりこの祝い金というのは１つ、行政と繋がる１

つの窓口と言いますか、方法というか入口だと思います。 

 そこで、何か行政として、東峰村として何か伝えるものというのを

乗せて、届けるというのも１つありなのかなと。 

 この祝いの部分に関しては、いろいろ地方創生の検討委員会の際に

も話された経緯はあります。 

 他の自治体では、子どもが生まれたら花火をあげるとか、そういっ

た部分もやってたりする中で、敢えて本村では祝い金という形で行っ

ているものかと思います。 

 ぜひ、何かお祝いをするという部分のメッセージを届けるチャンス

ではないかなと思っております。 

 よくある他の市町村で、トップの方のあいさつ、写真とあいさつが

載っているという以上に、さらに踏み込んでですね、例えば学校入学

の際でも、学校の様子であったり、皆さん待ってるよ。また、高校入

学の際とかは、じゃあ、今後村とどう接していくかという問いかけで

あったり、そういういろんなメッセージを込めれるかなと思います。 

 ぜひ、担当課内、若しくは関係する、例えば保健福祉課であったり、

学校教育課、教育委員会等とも協議を重ねていただきたいなと思いま

すが、お答えいただいてもよろしいでしょうか。 

 委 員 長  村長 

 村  長  確かにですね、どこがやるのかは別といたしまして、そういったこ

とはですね、やっていきたいと思っております。 

 ただ、その当日の日に来れない方もたぶんいるとは思いますけれど

も、そういったところも含めて、検討をさせてください。 

 委 員 長  ７番 長澤委員 

 ７  番  細かいことを聞くんですが、火曜と金曜に出す燃えるごみの袋です

ね。これは、日田市やら朝倉市に行くと、うちの村よりも安い単価で

売っているんですね。これの差というのはどこから出るのか。 

 うちの村はたぶん１０枚入りが５００円ですね。日田市になると、

確か３００円か３５０円かで売っていると思うんです。 

 これは私的なことになるんですけど、私のところは大家族で９名住

んでいまして、最低１回に２枚ぐらい使うもんでですね、この差額で

すね、これはどういうところから出るのか、分かれば、分かる範囲で

よろしいです。 

 委 員 長  阿南係長 



住民税務課

係長 

 当初ですね、今はっきりお答えできませんけども、おそらく近隣の

朝倉市郡内の状況を見て、金額設定をしたと思います。 

 もう１つ、うちのほうが高いというメリットではないんですけども、

高いことによる、先ほど大蔵委員さんのほうが話もありましたけども、

ごみ袋を高く買うということで、ごみの減量化を進めるという意味も

あるのではないかなと考えております。以上です。 

 委 員 長  他に質疑はありませんか。 

 ないようでしたら、質疑を終結いたします。 

 次は、農林観光課へ移りたいと思います。 

 休  憩  

 委 員 長  １５時１０分より農林観光課へ移ります。 

（１４時５８分） 

 再  開  

 委 員 長  休息前に引き続き、農林観光課の質疑を行いたいと思います。 

（１５時１０分） 

 委 員 長  決算書４８ページ、６款１項１目農業委員会費から、５６ページ、

７款２項５目森林自然公園管理費までの農林課所管の費目までです。 

 農林観光課への質疑はありませんか。 

５番 高橋委員 

 ５  番  成果説明書の４３ページ、６款１項１０目ふるさと水と土保全推進

費について、お尋ねしたいと思います。 

 決算説明の中では、２９年度に１団体増えたということで説明聞い

ております。 

 ２つお尋ねしたいんですが、１つは、この財源にあたる部分は、ふ

るさと水と土基金からで正しいでしょうかというのと、あと、この補

助金申請にあたってはどういうふうな基準を満たせば、この助成金を

得られるような仕組みになっているのか、お尋ねします。 

 委 員 長  農林観光課長 

農林観光課

長 

 委員のおっしゃるとおりですね、財源につきましては、水と土保全

基金から繰入れを行っております。 

 それから、請求につきましては、実績のみを出していただいてです

ね、請求書だけでございます。補助金交付申請、そういった前段階の

手続きは行っておりません。以上です。 

 委 員 長  ５番 高橋委員 

 ５  番  では、どういう団体でも出るのか。景観保全に関する部分が、おそ



らくこの助成金の主ではあると思うんですけども、どういう団体に、

要は助成ができてという部分の決まりというのは何かあるのでしょう

か。 

 今まで３団体だったのが、今回４団体になったということも含めて、

お尋ねします。 

 委 員 長  和田係長 

農林観光課  対象団体についてはですね、小組合等の団体ということで、小部落

単位で申請ができるようになっております。 

 また、対象ですけれども、公共地また景観地を含めたですね、１０

アール以上だったと思いますが、その分の面積、公共地があれば申請

できるというようになっております。 

 委 員 長  ５番 高橋委員 

 ５  番  また、何かその要綱等があれば、見せていただきたいなと思います。 

 それに付随してですが、決算書のほうについてもお尋ねしたいと思

います。 

 決算書の５０ページの同様の部分なんですけども、元々のおそらく

予算が３団体ということだったので、９万円に対して、６款１項６目

から流用が行われているかと思います。 

 この事業費自体は基金からの繰入金が事業の財源というか、という

部分ではないのかなと思うんですが、この流用に対してお尋ねします。 

 委 員 長  農林観光課長 

農林観光課

長 

 流用につきましてはですね、款内流用ということで流用を行ってお

るわけで、当然ですね、繰入金、これ１２万円に本来なるべきだった

ところでございます。 

 最終的に決算の段階で、財政のほうで基金の調整をしているわけで

すけど、その段階で３万円の分を落としていたかと思っております。 

 委 員 長  ６番 髙倉委員 

 ６  番  成果説明書の４３ページ、ライスセンターに係る費用ということで、

いろんな損益計算書などを出していただきました。 

 これでですね、なんでこれ私聞きたいのかというと、指定管理委託

料も５００万ほど出ております。 

 それで、去年災害がありまして、確かに農家の出荷量とか、当然少

なくなっておるとは思います。 

 それはいいんですけれども、これはあくまで自分が見たわけではあ

りません。近所の人があそこに籾を持って行ったときに、見たことを



このまま言わせていただきますけども。 

 臨時職員というか、バイトか、という人を雇っているそうですけど

も、その当時３人、正職か何か知らんけど、いたそうです。ほとんど

出て来なかったそうです。 

 そういうふうなですね、村から指定管理料を貰っておきながら、バ

イトにそういった作業をさせて、自分たちは、これは分かりません。

自分も見たわけじゃないので。 

 何であの方たちは出て来て作業をしないのかと、いうふうなことを

はっきり言っておりました。これは、村としては把握しているのでし

ょうか。 

 委 員 長  農林観光課長 

農林観光課

長 

 ライスセンターの作業内容についてはですね、本日資料として出さ

せていただいておりますが、今、委員ご指摘のようなですね、そうい

った話は今初めて聞いたところでございます。 

 私も先日ライスセンターに行ってみたんですが、９月になって籾の

収集等始まっております。収集等にはですね、今現在職員２名が出て

行ってですね、１名が機械の運転と、そういったこともやっておりま

すし、一番繁忙期だけですね、臨時職員を雇ってライスセンターの運

営をやっております。 

 そういったところでしか、農林観光課のほうでは把握しておりませ

ん。 

 実際、そういった不適切な対応等があったということであればです

ね、毎月理事会と言いますか、役員会を開催しておりますので伝えて

おきたいと思います。 

 委 員 長  ６番 髙倉委員 

 ６  番  ぜひ、そのようにお願いしたい。 

 それとですね、昨年から冬場、冬場でも３人の職員の方が常駐して

いたというふうに聞きましたが、これは事実ですか。 

 委 員 長  農林観光課長 

農林観光課

長 

 冬場もですね、次期耕作に向けて準備作業等を行っているという作

業内容の報告書を、本日お渡ししておると思っております。 

 その内容を見ていただければ、細かい作業内容までは示しておりま

せんけど、１年間の常雇いということで雇用しているようでございま

す。 

 委 員 長  ６番 髙倉委員 



 ６  番  これにいただいておりますライスセンターの稼働終了の後は、耕起

というのが１月、２月、３月、４月までずっと続いております。 

 耕起をするのに、例えば、それは天気の悪い日もあるし特別に寒い

日もあるでしょうから、出てできない人もおられるかと思いますけれ

ども、どれくらいのものを耕起しているのか知らないけどですね、３

名も本当に必要なのか、そこのところは村当局としてはどのように考

えておりますか。 

 委 員 長  農林観光課長 

農林観光課

長 

 ライスセンターの雇用形態につきましては、理事会で決定しておる

ことでございますので、行政のほうからですね、これだけの雇用でい

いんじゃないですかとか、そういったですね、指摘をするのはどうか

なと思っておるところでございます。 

 実質、冬場のですね、そういった作業が空く時間がございますので、

そういった期間にですね、新たに園芸作物とか、そういったものをで

すね、３０年度から取り組んでおりますので、そういったところで今

後カバーしていくのではないかなと思っております。以上です。 

 委 員 長  ６番 髙倉委員 

 ６  番  別の質問をいたします。 

 この損益計算書の中で、役員報酬というのがあります。４８万円。 

 これはどのような、役員さんが何人いて、いくらずつ支払っている

のか、お伺いします。 

 委 員 長  農林観光課長 

農林観光課

長 

 役員の構成はですね、８名の理事でございますので、単純に計算す

れば１人当たり６万円ずつの報酬になろうかと思います。その中で、

監査委員も２名おりますので、監査委員が確か報酬が高かったんでは

ないかなと。 

 今日ですね、委員長が理事をされておりますので、委員長のほうが

詳しいのかもしれませんが、私が把握しているところでは、確か監査

委員が幾分高くて、残りの役員の方は、残りを６で割った額だったと

思います。 

 正確な数字は覚えておりません。以上です。 

 委 員 長  ６番 髙倉委員 

６  番  この役員さん方のお仕事というのは、何をなさっているのか、そこ

も教えてください。 

委 員 長  農林観光課長 



農林観光課

長 

 先ほど簡単に述べましたが、毎月役員会を開催して、ライスセンタ

ーの運営について協議を行っております。主な仕事はそのことになる

かと思っております。 

 委 員 長  ６番 髙倉委員 

 ６  番  これ、毎年村から委託料として５５０万ほど出しております。 

 そういったところを考えるとですね、その役員さんが本当に大変な

のかもしれませんけれども、こういった報酬をあまりに高くやるんじ

ゃなくて、もう少し考えて経営をしていかないと、いつまでも同じよ

うな金額を、同じような金額で済めばいいですけど、将来的にこれよ

りかまた委託料が高くなる可能性もあるわけですよね。 

やはりそういったところは、村当局としてはですね、どのように考

えておるのか。これがもう当たり前だと考えておるのか、そこのとこ

ろをお伺いします。 

 委 員 長  農林観光課長 

農林観光課

長 

 ライスセンターの指定管理料の算定にあたってはですね、人件費、

１年間の雇用を今のセンター長の１人と、あと職員を半年間１名、人

件費はそれで、指定管理料の算定の段階では行っております。 

 あと、施設にかかわるですね、消防関係の施設費用とか消耗品とか

いろいろ出てまいります。そういった費用で算定しておりますので、

役員報酬云々でですね、指定管理料が変わるようなことはないように

したいと思います。 

 委 員 長  ５番 高橋委員 

 ５  番  成果説明書の４６ページをお願いします。 

 ７款１項５目トーキコーディネーター事業費について、お尋ねしま

す。 

 昨年の災害が発生したおりに、このトーキコーディネーター事業中

止になったかと思います。 

 この２つの事業がどういう経緯で行われたのか、まずお尋ねしたい

と思いますが。 

このトーキコーディネーターを始めていたこの２９年度の前段で、

２８年度にいろいろな調査を行っていて、その経過を議会としても話

を聞く体で待っていたかと思いますが。 

この広告料とＪＲ博多駅デジタルスクロール広告掲出委託料という

のは、どういう経緯で発生したのか、お尋ねします。 

 委 員 長  泉係長 



農林観光課

係長 

 このトーキコーディネーター事業ですけれども、この２つに関しま

しては、４月時点で実施をしております。 

 まず、上の広告料、朝日新聞のほうですが、こちらのほうが小石原

焼、高取焼のですね、認知度を上げる必要があるということで、トー

キコーディネーター事業の中で話をしておりました。 

 それにつきまして新聞、それからこの博多駅というのが、九州それ

から福岡の玄関口でありますので、こういう玄関口に広告を出すとい

うのが一番効果があるんではないかということで、この２つが選ばれ

たわけであります。以上です。 

 委 員 長  ５番 高橋委員 

 ５  番  当初はトーキコーディネーター事業、最終的には地域商社をつくる

という部分が最終目的で、この事業が動いていたかと思います。 

 その際に、委託業者のほうが各窯元を回ったりして、調査をしてい

たまだ状況ではあったのかなと思う中で、この２つの広告に関しては、

課内での判断で、この広告を出すということに決まったのか、そのコ

ーディネーターあるいは委託業者として入っていたところからの指示

で、この委託料が、この広告を出すということが決まったんでしょう

か。 

 委 員 長  泉係長 

農林観光課

係長 

 こちらに関しては、前年度ですね、２８年度からトーキコーディネ

ーター事業の話を進めておりまして、新聞それから広告等利用して認

知度を広めていくという話をしておりました。 

 その中で、この２つを選んだというのは課内の判断になります。こ

の２カ所を選んだということに関しましては。以上です。 

 委 員 長  ５番 高橋委員 

 ５  番  その他にコーディネーターからの、何かこうしたほうがいいとかと

いう部分では、この２９年度予算に係る分は一切なかったということ

なんでしょうか。 

 委 員 長  泉係長 

農林観光課

係長 

 この２つに関しては、ここにしなさいという指定は、コーディネー

ターからはありませんでした。以上です。 

 委 員 長  泉係長 

農林観光課

係長 

 このコーディネーターに関しては、これは、支払いはあっておりま

せん。この広告料のみになります。 

 委 員 長  ６番 髙倉委員 



 ６  番  成果説明書４６ページ、観光事業費の中の道の駅第２販売所設置事

業４４０万。 

 これは設置しておりますけれども、申し込みが８月末という話でご

ざいましたけれども、今、申し込みの状態はどのようになっています

か。 

 委 員 長  農林観光課長 

農林観光課

長 

 道の駅第２販売所についてはですね、２９年度と申しますか、３０

年度の実績で本来上がってくるものでございますが、事業が完了して

おりますので回答したいと思いますが。 

 道の駅第２販売所の募集については、公に２回ほど行ったわけです

が、現在のところ、実際に中で営業するまでには至っておりません。 

 現在ですね、道の駅のほうの役員会と申しますか、その中でですね、

どのような運営方法がいいのか等も話し合っていただいております

し、今度の民陶むら祭で空き地の部分ですね、その部分等を募集をか

けてですね、店舗での販売等を試みておりますので、そういったこと

が進めばですね、また皆さんの考え方も変わってくるかなと思ってお

ります。以上です。 

 委 員 長  ６番 髙倉委員 

 ６  番  確かに今度の民陶祭で模様が変わるかもしれませんが、なぜ申し込

みがないのか。 

 最初は確か、焼物屋さんも入れるという話であったけど、何か焼物

屋さんが申し込んだところ駄目だったとかいうふうな話も聞いており

ます。 

 例えば、あそこで焼物をすると、煙が診療所のほうに行くから駄目

だと、ガスも設置されてないと、ガスも付けられないと。 

 普通考えたらですね、せっかくあれだけのものをつくっておるのに、

申込者がないということ自体おかしいんですよね。 

 正直私もちょっとあそこは興味があったんですけれども、ガスが使

えないということであれば、ちょっと限られてきますもんね。 

 やはりそういったところを考えてつくらないから、こういうことに

なると私は思っています。 

 なぜ、こういうふうな形に、今、申込者がいないというふうに、村

としては思っておるのか。そこのところをちょっと、思いがあればお

知らせください。 

 委 員 長  農林観光課長 

農林観光課  確かにですね、委員おっしゃるとおり、申込者がないというのが現



長 状でございます。完成内覧会をしたときにですね、２、３件村内の方

がお出でになられて、興味を示されたわけですが、これから先の運営

を考えたときにですね、見送っているというのが実情でございます。 

 そういった点がございますので、使用料また売り上げに応じての使

用料も取るように計画しております。そういったところをですね、考

える必要があれば考え直さなければならないと思いますし、施設自体

ではですね、簡単な調理ができるぐらいには整えております。流し台

とですね、排水についても簡単な排水処理施設を付けております。 

 ただ、大掛かりな調理を伴う販売というのは、実際できないような

施設でございますが、今後ですね、どうしてもそういった利用の申し

込みがないようなことになればですね、再検討を行う必要があろうか

と思います。以上です。 

 委 員 長  ５番 高橋委員 

 ５  番  成果説明書２５ページをお願いします。 

 ２款１項１８目地域新エネルギー導入事業費の木質バイオボイラ導

入のための調査ということですが。 

 新たにこの平成３０年３月日付の事業の報告書というのはいただい

ております。 

 昨年度の中でもいろいろ話はあっていたかと思うんですが、今後こ

の報告書を受けて、村としてはどういうふうにこの木質バイオマスボ

イラに関して、今、現時点で考えているのか、お尋ねします。 

 委 員 長  農林観光課長 

農林観光課

長 

 木質バイオマスについてはですね、皆さんの手元に成果報告書が出

ているということで、中身はある程度理解していただけているものと

思います。 

 この事業については、３０年度から農林観光課のほうにできまして、

これまでの経緯については完全に把握しておるわけではございません

が、今後この事業をどのように取り組んでいくかというのは、昨年実

施いたしましたコンサルのほうと、今年１度協議を行っております。 

 実際に可能なプロジェクトとしては木の駅プロジェクト、これが一

番可能性のあるプロジェクトではないかと、そういった話を伺ってお

りますので、そういったことであれば、いずれと申しますか、近いう

ちにはですね、そういった企画も立ち上げる必要があるのかなと、そ

の段階までしか、まだ思っておりません。 

 現実的には、災害復旧を今行っている中でですね、そういった山林

等からの木材搬出等、そういったものまで現在できるかと言いますと、



なかなか話が進められない現状もございますので、今のところはです

ね、事業自体はストップしているところでございます。以上です。 

 委 員 長  ７番 長澤委員 

 ７  番  成果説明書の４６ページの一番下、九州自然歩道の草刈りですが、

これは、どの辺りの場所を、どこからどこまで草を刈っているのか、

分かれば教えてください。 

 委 員 長  泉係長 

農林観光課

係長 

 こちらに関しましては、馬見山の登山口から林道のちょっと下ぐら

いまでの距離と、あとは小石原のグラウンド周辺になります。 

 委 員 長  ５番 高橋委員 

 ５  番  資料請求していたふるさと村観光大使について、お尋ねしたいと思

います。 

 この予算にかかわる部分で、作業内容ということで、イベント等々

への出られた部分、記載をされているんですけども。 

 なかなか村内の中でも、このふるさと観光大使の方の活動という部

分がなかなか伝わらずに、どういうことをしているんだろうという方

も多い反面、自分としては大使の活動内容というのは把握しているの

で、なかなか人にはできない活動をされているなという思いもあって、

半々な思いを持ちながら質問をしているんですけれども。 

 ふるさと観光大使はどういった活動内容、要は目的を持って、この

大使というのを設置されているのか。 

 １つお尋ねしたいのは、要綱等がちょっと見当たらないんですが、

設置要綱、基準となる部分というのは一体何なのか、お尋ねします。 

 委 員 長  総務課長 

総務課長  ふるさと観光大使の設置につきましては、企画が観光を持っていた

ときですかね、だいぶ前になりますが、そのときに総務課のほうで設

置要綱を作っております。 

 ちょっと今、手元にございませんので、もし必要でしたら後ほどお

示ししたいと思いますので、主に今活動されている部分、観光のＰＲ

と観光客についての誘致の関係ですね、その辺りが確か要綱の中の業

務に入っていたと思いますが、ちょっと詳細については、必要でした

ら後ほどお示ししたいと思います。 

委 員 長  ５番 高橋委員 

 ５  番  要綱はないなというのは、ずっと気づいていた部分ではあったんで

すけど。 



 例規集になぜ載らないのかなという部分があって、復興大使のほう

は早めに載ってあったのでですね、ぜひ、その辺も分かりやすく載せ

ていただきたいのと、やはり観光大使自体がどういうふうな活動をさ

れているのか、というのももう少し見える化というか、分かりやすく

村内の方にも伝えるような形もあっていいのかなと思います。 

 フェイスブックのほうも確か作られたというのは、確か自分も見て

いるかと思うんですけども、１つ誤解を生みやすいところとしては、

アンテナショップをしながらの部分で、観光大使もされているという

部分で、その辺どうなんだろうという部分も村内の方から聞かれたり

します。 

 観光大使として、こういう仕事をしているというのがしっかり伝わ

れば、その辺の誤解もない部分があるのかなと思います。 

 ぜひその辺、観光大使の方を、村としてどういうふうな役割で設置

して、また、動いていただいているのかというのを、ぜひ、発信をお

願いしたいと思います。 

 回答をお願いします。 

 委 員 長  村長 

 村  長  観光大使をつくった元々の原点はですね、東峰村をもっと幅広く村

外に広げていこうというところで、この観光大使をつくったところで

あります。 

 そういった中で、いろんな観光の行事等に観光大使出て行ってもら

っています。 

 確かに、村内の人たちへの見える化というのはできてないかと思い

ますけれども、今後につきましては、やはりそういったところも整備

はしていきたいと思っております。 

 しかし、おかげをもちまして、観光大使のおかげで、やっぱり村内

への入込客は相当増えているんじゃないかと、私は思っております。 

 委 員 長  農林観光課への質疑はありませんか。 

 ないようですから、質疑を終結します。 

 散  会  

 委 員 長  これをもちまして、本日の審査は終了いたします。 

 明日１１日は、９時３０分から再開いたします。 

 本日は、これにて散会いたします。 

（１５時４２分） 
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いて 

 

日程第 ２ 認定第 ２号 平成２９年度東峰村簡易水道事業特別会計歳入歳出決

算の認定について 
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日程第 ４ 認定第 ４号 平成２９年度東峰村後期高齢者医療特別会計歳入歳出

決算の認定について 



 

 開  会  

 委 員 長  おはようございます。 

 ただ今の出席委員数は９名です。 

定足数に達しておりますので、決算審査特別委員会を開催します。 

（９時３０分） 

 委 員 長  議事日程は、お手元に配布のとおりです。 

 なお、４番泉委員につきましては、欠席届が出ておりますので、受

理しております。 

 委 員 長   昨日に引き続き、教育課の質疑を行います。 

 決算書６２ページ、１０款１項１目教育委員会費から、７２ページ

までの教育費です。 

 教育課の質疑はありませんか。 

５番 高橋委員 

 ５  番  決算の説明会のほうで請求していた資料のほうをもとに質問をさせ

ていただきたいと思います。 

 決算書のほうでは６４ページ、１０款１項５目国際理解推進事業費

について、お尋ねします。 

 東峰学園の８年生が修学旅行の際に、国内の研修先にて外国人の留

学生とのコミュニケーションをはかるという事業ではありますが、こ

の事業の目的、ここにも書いてありますが、語学研修をすることが目

的なのか、あるいは外国人留学生との交流をすることで異文化を求め

るのか、何に重きを置いているのかという部分の説明と、あと、この

事業自体がですね、どういう経緯で始まっているか、もう一度再確認

のために質問させていただきます。 

 委 員 長  教育課長 

 教育課長  従前から海外研修を行っておりました。 

 元々ですね、バンコク等に行っておりましたけれども、海外情勢の

不安において、海外研修が不可能となりました。 

 そのことで関西に研修先を変えまして、それで、なおかつ国際理解

を得るために外国人との交流を行ったらどうかということで、現在も

それ以後継続して留学生との交流を続けております。以上です。 

 委 員 長  ５番 高橋委員 

 ５  番  元々は海外研修だったということではあるんですけども、今行われ



ているカリキュラムを見る中では、３日間ある行程の中の中日１日で

すね、日中かけて交流するという限られた時間ということと、あと交

流する留学生、昨年度に関してはインドネシアの留学生とイエメンの

留学生ということで、なかなか人生の中でも知り合うことがない方々

ではありますが、逆に言うと、英語の本場というか、英語圏の方々で

はないという部分で、どういったことを中心に子どもたちに学んでほ

しいのか、学習してほしいのかという部分では、目的はどういうふう

なものを持っていたのか、ねらいというものはどうだったのかという

のを、お尋ねします。 

 委 員 長  教育課長 

 教育課長  海外研修においてもですね、必ずしも英語圏内とかヨーロッパ圏内

とかいうことでなく、国際理解というのは、やっぱりインターナショ

ナルであるべきだということを考えております。 

 この中において、イエメンであろうとインドネシアであろうと、そ

ういうふうな多国間人種においての交流ができれば、国際理解が進め

るのではないかということで、従来より行っております。以上でござ

います。 

 委 員 長  ５番 高橋委員 

 ５  番  以前は海外研修を行っていたということですが、情勢変化によって、

ここ近年は国際理解の授業が進められていますが。 

 毎年保護者の方、学校のほうでは、海外研修を行うかというのと、

この要は国際理解で国内の研修の中でするという、両方の選択肢の中

で協議をされているのか、あくまでも現時点ではこの国内研修ありき

で話が進んでいるのか、お尋ねします。 

 委 員 長  教育課長 

 教育課長  現在のところ国内ありきで、そのまま話が進んでおります。 

 費用的な面もございまして、その辺りで、こういうふうな費用でか

かりますということに、保護者の理解を得た上で海外研修も行ってお

りますが、現在のところ１回につきまして６万円ほどの費用がかかっ

ております。 

 この費用について、保護者との協議の上で、現在は国内で実施する

ということでやっております。 

 委 員 長  ５番 高橋委員 

 ５  番  これからどういうふうな形で、子どもたちの異文化交流というか国

際交流という部分は、より考えていっていただきたい部分ですが、こ



の２９年度も当初はイングリッシュキャンプという部分が予算化され

ていましたが、災害の影響でなくなって、本年度実施されております

が。 

 語学研修ということで、短期間集中の部分でですね、カリキュラム

が組まれるようにもなってきていますので、語学研修とは異なる国際

交流を中心という形で、また、海外研修というのも選択肢の１つとし

て、検討されるべきかなと思いますが、そういう検討は、また教育委

員会でできないでしょうか。 

 委 員 長  教育長 

 教 育 長  今、委員おっしゃったように、今年初めてイングリッシュキャンプ

を行いました。 

 その結果、参加した子どもさんたちは非常に良い感触を得ておりま

すので、このイングリッシュキャンプを数回やりながら、いろんなこ

とを考えて、将来的には今おっしゃったようなことも視野に入れてい

きたいと考えております。 

 委 員 長  質疑はありませんか。 

 ないようですから、質疑を終結します。  

 建設水道課に移ります。 

 休  憩  

 委 員 長  暫時休憩します。 

（９時３７分） 

 再  開  

 委 員 長  引き続き、建設水道課の質疑を行いたいと思います。  

（９時４２分） 

 委 員 長  決算書５２ページ、６款２項３目林道総務費から、５３ページ、５

目林道建設費、５７ページ、８款１項１目土木総務費から、６１ペー

ジ、８款４項２目住宅建設事業費、７２ページ、１１款災害復旧費ま

でです。 

 建設水道課の質疑はありませんか。 

１０番 佐々木委員 

 １０ 番  決算書それから成果表とは、ちょっとページはありませんが。 

 ２９年度の災害について、全般ではありません、質問したいと思い

ますが。 

 農災、土木災、公共災、いろんな事業として出ている分については、

査定なりまた工事着工なり、着々とはいかないでしょうが、進められ



ておると思いますが、人家近くの谷間、谷川、いろんなものについて、

民家、農家、人家から申請のないものの災害については、どのような

考え方になるのか。 

 人家近くの谷に繋がるような谷間の、どう言いましょうかね、谷川

とか沢とか、いろんなものも壊れていると思います。そういうものに

ついては、どのような考え方の中で進められるというのは、ちょっと

無理かなという自分自身の思いもあるんですが。 

 しかしながら災害とすると、やはりそういうところもある程度の手

が入らないと、また次の災害に繋がる可能性はあるのではないかなと

いうふうに思っておりますが。 

 そういうふうな個所については、どのような考え方があるのか、尋

ねたいと思います。 

 委 員 長  災害対策室長 

災害対策室

長 

 ２９年度中におきましては、いろんな方々の支援によりまして、被

災個所の把握を行って、査定は１００％受けたというふうに、２９年

度中は理解しておりましたところ、やはり把握できていなかったとこ

ろが多数ありまして、その辺りにつきましては、単災制度の適用を行

ってもらうように準備をしております。 

 ただ、今、支援の職員等災害関係には、今、３０名近くの職員がお

りまして、現地の巡回等を行っております。それから、先ほどご発言

にありましたように、その申請者からの情報による確認ということで

行っております。 

 公共災に対応できない分は、単災での制度を使っての復旧というふ

うになろうかと思います。 

 現地で未確認、若しくは把握できていない部分につきましては、関

係住民の方々の情報と照らし合わせて確認をしていきたいというふう

に思っております。 

 委 員 長  ５番 高橋委員 

 ５  番  成果説明書の４９ページをお願いします。 

 ８款２項２目道路維持費について、お伺いします。 

 当初予算の中では、この工事費の中にですね、村道葛生・塔の元線

改良工事と、あと村道屋椎線の改良について組まれていたかと思いま

す。 

 ちょっと屋椎線の場所がどこか分からないんで、災害でどう影響し

たか分かりませんが、この予算が落としてというか、なくして他の予

算に計上されているのかなと思います。 



 この葛生・塔の元線に関しても災害で崩れてしまったので、工事が

できないというのも考慮できますが、この元々の工事部分というのは、

今後どういうふうにまた改良工事を行っていくのか、お尋ねします。 

 委 員 長  建設水道課長 

建設水道課

長 

 ご指摘の屋椎線とですね、それにつきましては、災害復旧費。災害

が起きてしまったので１回流してはいますけども、今後災害の復旧の

進捗と併せてですね、そのほうも対応していかないといけないという

ことで、今度予算計上させていただいていましたので、期を見て対応

させていただきたいと思っております。 

 委 員 長  ６番 髙倉委員 

 ６  番  同じく４９ページの道路維持費のところなんですけれども、今年の

６月議会のときだったと思います。 

 これ決算とは直接関係はないんですけど、嘉麻峠から下町辺りの舗

装を、どうかならんかということを言っていました。 

 それと一緒に、また近ごろ草がですね、ものすごく、ああいう国道

の管理というのは、大体どこがなさるんですかね。 

 委 員 長  建設水道課長 

建設水道課

長 

 国道２１１号につきましても朝倉県土整備事務所の道路課の１係と

いうところがございまして、先日ご意見と言いますか、そういった道

路の走行性が悪いとか、そういった話も含めてですね、連絡はさせて

いただいております。 

 また、今ご指摘の道路脇のもちろん管理と言いますか、生い茂って

くるものについても、同じく朝倉県土整備事務所の国道管理者と言い

ますか、道路管理者のほうの形になります。以上です。 

 委 員 長  ６番 髙倉委員 

 ６  番  県土事務所に言っていただいたということでございますけれども、

もう３カ月近く経っておりますよね。 

 それで、どういうふうに動いておるのかとか、そういうのはまだ把

握してないわけですか。 

 やはり言っただけで終わるんであれば、正直これは私言いますけど、

何ですか、車でいつも見に来ていますよね。うろうろ、うろうろして、

はっきり言って。何をしとるとか、あなたたちはと言いたいんですよ

ね、ほんと、止めて。 

 でも、いらんこと言って、東峰村に不利があったらいかんから言わ

んだけで、本当にもう少し、あれだけうろうろしてくれるんだったら、



もうちょっとちゃんと見て、悪いところは悪いなりにしてもらうよう

に、強く今度は言っといてもらえんですか。 

 そして、なるべく早くそういった処置をするように。そこのところ

はもう重々村としてもですね、立派な、せっかくお客さんとか来る道

が、あれだけ悪かったらほんと、来る人もあんまりいい気分しないと

思いますので、そういったところは気を付けていただきたいと思いま

す。 

 委 員 長  建設水道課長 

建設水道課

長 

 今、ご指摘のとおりですね、５月、６月にですね、お伝えして以降、

私も朝倉県土に足を運ぶときにはですね、そういったところはどうで

しょうか、という話はさせていただいております。 

 ただ、先方としてはやっぱり予算の都合上、いきなりオーバーレイ

と言いますか、早速オーバーレイができるとは明言はいただいており

ませんけども、考えていただくように要望と言いますか、お伝えはし

てきているところでございます。 

 あとご指摘の、道路パトロールカーの件については、私も承知おき

しておりませんけども、窪地があったら常温の合材をですね、補修す

るという作業はされているのかもしれませんけども、そこの点につい

ては、ちょっと内容については把握しておりません。すみません。 

 委 員 長  ５番 高橋委員 

 ５  番  決算書の６１ページをお願いします。 

 ８款４項２目住宅建設事業費の中です。上町団地について、お尋ね

します。 

 今年度からと言いますか、供用開始というか、されておりますが、

かなり当初から比べて、要は入居開始がずれていたかと思います。そ

の主な原因について、お尋ねします。 

 委 員 長  建設水道課長 

建設水道課

長 

 当初の予定としましては、２９年度内の、そういった形でご案内と

言いますか、周知していたところでございますけども、外構工事につ

いてですね、一部入居が遅れる原因の１つとしては外構工事というふ

うに伺っております。 

 実際のところ５月から入居開始できたということで、その点につき

ましては、入居が遅れましたことに対してはですね、計画どおりにい

かなかった点はございますけども、今の時点では入居いただいている

形になってございます。 

 理由としては、外構工事というふうになっております。 



 委 員 長  ５番 高橋委員 

 ５  番  なぜ外構工事が遅れてしまったのでしょうか。 

 委 員 長  建設水道課長 

建設水道課

長 

 当初、法面工事ももちろん終わる形で発注しておったところなんで

すけども、山手側のほうの沢からの水の流入対策とかですね、あと法

面の補修等が一部、当初の予定外のところがございましたので、その

補修等を対応した形でですね、工期が遅れたというふうになってござ

います。 

 委 員 長  ５番 高橋委員 

 ５  番  昨年議会のほうでも住宅の見学に行かせてもらったのが、おそらく

１１月、１０月あたりだったと思いますが、もうその際には、あと外

構工事だけという状況であったんですよね。 

 もうこれからすぐ終わるなというところから、１１、１２、１、２、

３と半年近くかかってしまっているんですが、その間は業者が行わな

かったのでしょうか。業者が間に合わなかったのか。 

根本的な原因はどこにあるのでしょうか。法面工事もそんなに時間

がかかるものではないと思うのですが。 

 委 員 長  建設水道課長 

建設水道課

長 

 冬期、１１月にみえられてから、積雪とかの影響、自然の天候等の

影響でですね、工期が徐々にと言いますか、予定していた工期よりも

遅れていった結果、工期をはみ出したと言いますか、そういった形に

なってございます。 

 委 員 長  ５番 高橋委員 

 ５  番  ぜひ、工期内に行っていただくのは最ものことなんですけども、こ

の住宅というのが、やはり人が移動されて来るということでもあって、

要は村外から移住されたりとか移動されて来る方々は、やはりタイミ

ングを見計らって来られるので、仕事の関係、元々の住居の関係、生

活の関係、いろいろ要は整理されてきますので、やはり住居関係は予

定どおりに、ぜひ入居開始ができるように、その辺の工期関係はです

ね、対策をよろしくお願いしたいと思います。 

 委 員 長  ２番 梶原委員 

 ２  番  決算書、成果説明書とは違うんですが、対策というか査定にかかっ

てないですね、林道、農道、里道。 

 先ほどおっしゃっておりました見落としの部分があるということ

で、それから単災であげるということでしたけども、去年の７月５日



から今年の７月５、６の豪雨によってですね、例えば林道等は、さら

に傷が深くなっている。要するに、溝等がかなり深くなっているんで

すね。そういうのが何カ所か、私、村の中見て回ってあるんですね。

これはですね、災害査定には上がっておりません。現実問題としてで

すね。 

 だから共有者、例えば、その農道及び作業道が共有の中に入ってい

るなら、その人たちでやらなければ、現在ではなっておると思うんで

すよ。 

 仮にこのまま放置して、そこまでお金出せないということになって

放置しとけば、さらにまた農道、里道、作業道が、林道の作業道が傷

が深くなるという形になろうと思います。これをどうされるか。 

 それとも、コンクリートのですね、補修が一番いいんですが、コン

クリートは確か８割補助だったですね、満額補助じゃなくてから。現

物支給であったとしても、例えば、甘木・朝倉協同組合の生コン組合

だと１万４，７００円だと思います。生コンがですね。私が４月の単

価を見たところ、その単価で動いていたと思います。 

 そこで８割ということは、残りの分を出さないかんということ。金

額はそう大きくは、距離さえ短ければですね。やっぱり１００ｍにな

ると何十万という話になってきますので、その辺のところはですね、

村として、どういうふうに、このままやっぱり共有者がやらなきゃい

けないのか、このままもう、じゃあお金出せないからほっとくと、さ

らに傷が深くなるという形になろうと思います。 

 こういったことを防ぐためにですね、大分県の九重町、玖珠町、日

田市は、ほとんど現物の満額支給なんですね。そのときの単価によっ

て、単価契約をして、５０立米必要なら５０立米出しましょうという

ことで、林道部分は全部している。 

 もちろんその代わり、作業は全部所有者及び共有者がやるというふ

うになっております。 

 ですから、そういう制度が何か他に方法がないだろうかと思って、

お尋ね申し上げます。 

 委 員 長  災害対策室長 

災害対策室

長 

 災害復旧には段階的な区分と言いますか、言われましたように、公

共災、農災、林災という補助を受けて行うもの。それから、単災とい

う財政の支援を受けて、後に還付をいただくという形、それから、そ

れに満たないものにつきましては、村の経常的維持管理の経費で支出

をしていくということでございます。 



 その辺りになりますと、公共性というか、複数の利用者がいらっし

ゃって、共同で使っている施設、里道にしろ、水路にしろ、谷の人家

に近いところというようなことがございます。 

 あとはご発言のとおり、現物支給ということがありますので、砕石

若しくはコンクリートを現地において支給して、地元の利用者若しく

は地域の方の共同作業によって補修していくというような形になるか

と思います。 

 その辺りを把握しながらですね、対応していきたいと思っておりま

す。 

 委 員 長  ６番 髙倉委員 

 ６  番  成果表の５７ページ、公共土木災害のところで、ちょっとお伺いし

ます。 

 これは、それこそ予算のあれで聞くんじゃないんですけども、工期、

入札とかが不調になったりとかいうふうなことをいろいろ聞いており

ます。 

 これは、ちょっと村内の業者、３人に聞いてみたんです。 

 何でそんなふうになるとかいという話をしたところ、これはあくま

で村内の業者なんですけども、１事業の、なんか自分はよく分からな

いですけど、１区画の場所が、例えば黒玉なら黒玉というとこだけな

らいいけど、その区画の中に黒玉じゃなくて、違う何か遠いところの

個所も入っておると、いうふうなことを聞いたんですけど、それは事

実なんですかね。 

 委 員 長  災害対策室長 

災害対策室

長 

 近距離であればまとめて発注するということでございます。 

 そのまとめてという意味合いにつきましては、査定はその個所ごと

に受けております。ただ、その被災した個所が、次の谷合ですと、１

００ｍ以内とかに、近距離であれば、それはもう１工区、２工区とい

うような形で査定を受けております。 

 発注する場合に、それがさらに近接しておれば、査定の個所を複数

まとめて出すという形で行っております。 

 委 員 長  ６番 髙倉委員 

 ６  番  今、１００ｍと言いましたけど、私が聞いたのは、ちょっと地区単

位みたいな感じで聞いたんですけども。 

 例えば、工事をするのに、こっちもしなきゃいけない、あっちもし

なきゃいけないというふうなことになるから、なかなか手が回らない

というふうなことはお聞きしました。 



 それで、自分たちもちょっとそういった工事の発注の仕方とか分か

りませんけども、小さくまとめてというのは、言い方がおかしいのか

もしれんですけど、そこだけを集中的に終わらせて、次のやつを発注

するというふうなやり方はできないわけですかね。 

 そうしたほうが、少しずつでも片付いていくような気がするんです

けども。 

 委 員 長  災害対策室長 

災害対策室

長 

 これは、発注者側と受注者側、請け負う側との見解もあると思いま

す。 

 やはり発注者側といたしましては、やはり大きいロットでいっぺん

に発注かけて、いっぺんに終わらせたいという思いがございます。 

 ただ、私も建設業者の方から情報を聞くところによりますと、ご発

言のとおりですね、やはり近距離のものは、まとめて発注するのでは

なく小分けして、近距離の中での工事エリアを小さくしてですね、発

注いただけると工期も短縮と言いますか、そこに集中して工事ができ

るというようなことでですね、いうふうな情報もございますので、大

きくいっぺんに発注して、発注率を上げて、工事を完了させてもらい

たいという思いと、小分けして小さく工事を完了していきたいという

思いの違いはあるかと思いますので、その辺りは今、対応を検討して

いるところでございます。 

 委 員 長  ６番 髙倉委員 

 ６  番  行政のほうもですね、そういったことを把握しておるのであれば、

やはりなるべく工事そのものがですね、少しでも早く片付くように、

そこは考えてやってほしいなと思います。 

 それともう１つお伺いします。 

 これも業者さんといろいろ話して聞いたんですけど。 

 今、村内業者が少なくて、大刀洗とか久留米とかの業者に発注をか

けておるということでございましたけれども、そこの業者さんにもち

ょっと聞いたんですけども、街中の工事をしてきた方たちだけに、谷、

要するに東峰村みたいな山とか谷とか狭いところに入って行けない

と。そういうことで辞退すると、いうふうなことを申した業者さんも

おりました。 

 ですから、そういったところをですね、やはり単純に私たちのとこ

ろの谷でも、ほんとどうやって機械を入れようかというふうに、おそ

らく業者さんも悩むと思います。 

 そういったことがありますのでですね、業者さんがなるべく仕事の



しやすいような、しきらんと言えばどうもならんですけども、やはり

どうにかして、してもらわないと、いつまでも長引きますので、そう

いったところも業者の選定とか、そういったところもですね、十分に

村のほうで検討していだたいてですね、なるべく工事を終わらせてい

ただきたいと思っておりますので、そこのところは十分に検討してい

ただきたいと思っております。 

 委 員 長  ２番 梶原委員 

 ２  番  現在発注されている工事の経費率をお尋ねします。 

 直工１に対してですね、今１．７５でしょうか。それとも１．８９

ぐらいに上がっているのか。 

 もちろん、例えば原のああいう狭いところに入って行くですね、大

型重機が入らないところ、若しくは小運搬とかいうことによっては、

当然違ってくると思いますけども、業者さんに聞くと、ほとんど変わ

らないと、直工経費がですね。大型が入るところも。 

 ということを、ちょっと愚痴めいたことを言われておりましたので、

その辺見てくれているかと聞いたら、役場のほうは、それは見てると

いうけれども、現実問題は小型しか入らない。それから小運搬がある

というようなことなんですよね。 

 ですから、その経費率をお尋ねします。分かれているのか、国道沿

い、県道沿い、大型が入るところと入らないところ。 

 委 員 長  災害対策室長 

災害対策室

長 

 まず工種によって分かれております。河川と道路と、例えば急傾斜、

地がけ、まだ発注は終わっておりませんけれども、がけ地とかですね、

それによって変わります。 

 それから、当然、直接工事費によって、共通仮設費、現場管理費と

いう率も変わってまいります。 

 仮設のお話でございますが、仮設は任意仮設ということで、査定を

受けて、工事用道路の配置のですね、設定もしております。 

 ただ、任意仮設ということで、設計費を計上させていただいていま

すので、その仮設費。それから、共通仮設費というところで、その共

通仮設費の率につきましては、直接工事費と工種によって変わり、災

害に係る係数等の配分はされていないという状態であります。 

 委 員 長  ２番 梶原委員 

 ２  番  では、普通のところの経費率、標準的なところでいいです。今まで

の、いくつですか、１．７５。 



 委 員 長  災害対策室長 

災害対策室

長 

 先ほどの答弁のとおりでございまして、ご発言の、例えばという１．

６、１．７５とか、非常に幅がございますので、低額でありますと率

は上がるし、高額になれば率は若干下がってくるという状態でありま

すので、公表されている部分もございますので、それは参考にいただ

ければ、市販のものもございますので。 

 委 員 長  ２番 梶原委員 

 ２  番  それは建設水道課に行けば見られますか、そういうのは。公表され

ているということは、見られるということですね。 

 委 員 長  災害対策室長 

災害対策室

長 

 公共若しくは農業土木、それから森林土木等の公共のものにつきま

しては、取り扱い注意というふうになっておりますので、その辺りは

慎重に対応したいと思いますが、市販のものにつきましては閲覧でき

ますので、それは随時、ご訪問いただければ開示したいと思います。 

 委 員 長  ５番 高橋委員 

 ５  番  決算書の７２ページをお願いします。 

 １１款１項１目災害復旧総務費の中の１３節委託料の技術支援業務

に関してです。おそらくコンストラクションマネジメントなのかなと

思うんですけれども、今、これがどういった機能を果たしているのか

という部分と、最近農業災害復旧工事がバタバタっと動きだしている

部分があるところで、例えば業者の若干の空きが発生したので、そこ

に工事に入ってもらうとか、そういった動きがあるのがコンストラク

ションマネジメントである部分なのか。 

 現状、業者がなかなか決定しないところで効果が発揮できてないの

か、ちょっとその辺の現状をお尋ねします。 

 委 員 長  災害対策室長 

災害対策室

長 

 コンストラクションマネジメントということで、技術支援に入って

いただいております。 

 現在の業務といたしましては、入札に関する情報と言いますか、の

調整、それから、土砂処分場、流木処理の管理、それから、非常に土

砂処分場の処分に関してですね、残土処分に関しては、非常に苦慮し

ておりまして、こちらの配置計画、それから地形測量等が外注であが

ってきたものの数量の試算、それから、運搬等のですね、検討をして

いただいておるものが、主なものでございます。 

 委 員 長  ５番 高橋委員 



 ５  番  今の業務を聞くと、あまり技術職の職員がされる内容と、あまり大

差ないのかなという感じがしますが、広範囲にわたって工事のマネジ

メントというか、管理的な部分というのも当初、何か目的とされた部

分もあったと思うんですが、その辺はあまり現在としてはないのでし

ょうか。工事をスムーズに進めるためというのも１つあったのかと思

うんですが。 

 委 員 長  災害対策室長 

災害対策室

長 

 今手元に、その支援業務の仕様書を手持ちとしてございませんが。 

 災害復旧に関する事業調整、工事それから、そうした一定の資格を

持たれた、例えば技術的な資格を持たれある職員が配置されておりま

す。 

 ですので、例えばそこを一般職員が来て業務ができるかというと、

そういうことはなく、その技術等を兼ね備えたですね、職員の方を配

置していただいておりますので、その職責はきちんと遂行いただいて

いるというように思っております。 

 委 員 長  ５番 高橋委員 

 ５  番  別の質問をします。 

 次の７３ページのほうで、１１款１項２目、１３節の委託料で不用

額が１億ほど出ております。 

 災害の工事ですので、そこまで質問するのはなかなか心苦しいんで

すけれども、災害査定が行われている中で、ある程度の額というのは

見込める部分もあるのかなという中での、不用額が１億出ているとい

う部分のご説明をお願いします。 

 委 員 長  災害対策室長 

災害対策室

長 

 災害を受けて以降ですね、臨時議会それから補正等を幾度となくお

開きいただきまして、可決いただいた補正予算でございます。 

 その臨時議会、定例議会の前にですね、そうした調定と言いますか、

支出の管理それから、発注の見込みを確認しながら予算計上をさせて

いただいたところではございますが、やはり限られた職員で対応とい

う部分、それから、応急工事の部分と災害査定でのですね、年度中の

発注を見込んでいたものが実施設計、間に合わなかったということで

はないんですが、応援に来ていただいている職員には、その辺り慎重

に表現したいとは思っておりますが、見込みとかけ離れたと。 

 ただ、１億という額は、通常の、昨年のようなですね、大災害の前

では１億の不用額というのは、あまりにも多額過ぎるということでご

ざいますが、その金額的な感覚が追い付いていなかった部分はあるか



と思われます。 

 委 員 長  ５番 高橋委員 

 ５  番  夜遅くまでですね、職員の方々、業務されているというのも重々承

知の上で、この不用額に関しても、翌年度、今年度この２９年度に間

に合わなかった部分が３０年度に回っているという部分で理解してよ

ろしいんでしょうか。 

 委 員 長  災害対策室長 

災害対策室

長 

 端的に回答させていただきますと、そういう形になるかと思います。 

 委 員 長  ８番 大蔵委員 

 ８  番  災害関係から離れまして、決算書９ページ、１０款１項１目２節公

営住宅使用料、これ大きく落ち込んでおりますけれども、入居者の減

なのか、それとも収入未済額が多いのか、お聞きします。 

 委 員 長  災害対策室長 

災害対策室

長 

 休憩をいただきたいと思います。 

 休  憩  

 委 員 長  １０時３０分まで休憩します。 

（１０時１９分） 

 再  開  

 委 員 長  休憩前に引き続き、会議を開きます。 

（１０時３０分） 

 委 員 長  建設水道課長 

建設水道課

長 

 お時間を取らせまして申し訳ありませんでした。 

 確認したところ、災害でですね、平成２９年７月の洪水で家屋に被

災を受けた猿喰団地、第２団地とかですね、そういった住居不能にな

ったところにつきましては、収納できないという状態になりましたの

で、その分がこういう形で表れている形でございます。以上です。 

 委 員 長  ８番 大蔵委員 

 ８  番  収入未済額、これについてはどのくらい増えているのか、お聞きし

ます。 

 委 員 長  ８番 大蔵委員 

 ８  番  額はいいです。収入未済額があればですね、徴収に力を入れて頑張

っていただきたいと思います。答弁はいいです。 

 委 員 長  ５番 高橋委員 



 ５  番  決算書の５８ページ、８款１項３目水源地域整備事業費について、

お尋ねします。 

 小石原工芸館跡、皿山交流公園の設置というか、整備に向けて今進

んでいるかと思いますが、説明の中では小石原川ダムに係る周辺整備

事業の一部として行われると聞いております。 

 元々はこの皿山公園自体の計画というのはなかった中で、どの事業

費をこの皿山公園に充てているのか、お尋ねします。 

 委 員 長  建設水道課長 

建設水道課

長 

 あてがっている費目につきましては、小石原水源の森交流事業の事

業費をあてがっております。 

 委 員 長  ５番 高橋委員 

 ５  番  その水源の森交流事業というのは、旧小石原小学校を改装するとい

う水源の森交流館の事業の中の一部として、この皿山の整備も行うと

いうことでよろしいでしょうか。 

 委 員 長  建設水道課長 

建設水道課

長 

 詳細は、担当のほうに説明させます。 

 委 員 長  杉野係長 

建設水道課

係長 

 この旧小石原工芸館跡のですね、皿山交流公園につきましては、当

初の計画ではございませんでしたけども、この水源の森交流館の近隣

ということで、この関連施設ということで公園整備を併せて整備する

ということとなっております。以上です。 

 委 員 長  ５番 高橋委員 

 ５  番  そうなると、この水源の森交流館の予算規模自体が変わってくるの

かなと思います。その辺の部分は、大体この公園の整備にどれぐらい

の予算規模を見ているのか。そして、水源の森交流館の改装工事自体

をどれぐらい減額するのか、その辺の金額バランスをお尋ねします。 

 委 員 長  杉野係長 

建設水道課

係長 

 この皿山交流公園の予算規模についてなんですけれども、２９年度

につきましては概略設計ということで、元々こちらの土地につきまし

ては、皿山地区の方を中心とする皆さんで、工芸館を含めたところで

管理をされておりまして、村のほうに無償譲渡という形でいたたいた

わけですけども、地区の方からはですね、まずこれを、防火水槽を設

置してほしいとか、ここを皿山に来た人の憩いの場にしてほしいとか

いうことで聞いております。 



 ですので、地元の住民を含めたご意見をですね、この平成３０年度

に実施設計をさせていただくわけですけども。 

 それで、今のところですね、いくらと決まった額がまだ決まってな

い状況です。実施設計を行う中で決まっていくわけですけども、それ

で事業費につきましては、今、水源の森交流館の予算もございますが、

この水源地域整備事業の中にですね、まだ実施していない事業等もあ

ります。 

 村としてはですね、その必要なものについてですね、やはり整備費

をかけていくということになりますので、今現在額が決まったもので

はありませんが、その決められた予算の範囲の中でですね、有効に事

業費に充てていきたいというふうに考えております。以上です。 

 委 員 長  ５番 高橋委員 

 ５  番  確か項目が２つ、周辺整備事業と補償的部分の２項目に分かれてい

る中で、確か周辺整備のほうに交流館のほうがあったかと思います。 

 あと残されているのが、確か公園整備という部分だったと思います

が、その辺からの要は、費用が足りなかった部分に流用等が考えられ

ているのでしょうか。 

 委 員 長  杉野係長 

建設水道課

係長 

 議員おっしゃられるとおり、法対象事業とですね、法対象外事業と

いうことで、大きくこの水源地域振興整備事業が決められております。 

 今、この公営住宅、上町団地もそうなんですけども、この事業の中

で実施してきましたし、水道整備事業ですね、簡易水道の拡張事業も

行っております。 

 概ね事業を進めておるところですけども、昨年７月の災害によりま

してですね、この水源の森交流館の整備事業、それから、今、整備事

業を進められておりますけれども、ここにですね、今、ダム建設で発

生した土砂をですね、渓流沿いに埋め立ててというところがあるんで

すけれども、こちらも最終的にはですね、村の管理になるというとこ

ろで、そういった事業等が今後残っております。そういった事業を今

後また詰めていく中でですね、事業費を調整していくという形になろ

うかと思います。以上です。 

 委 員 長  ５番 高橋委員 

 ５  番  あと整理の意味でお尋ねしたいと思いますが、一般公共投資額、要

は一般財源から捻出しない額というのが、このダムに関する周辺整備

事業で定められているかと思います。 

 すべてこのダム利水者からのお金で成り立っているというわけでは



ないということで、あとどれぐらいの額、要は村の一般財源から捻出

しないといけない額が残っているのか、お尋ねします。 

 委 員 長  杉野係長 

建設水道課

係長 

 通常公共投資額につきましては、平成２５年度より充当してきてお

ります。 

 平成２９年度につきましては、市町村からの持ち出しをして、起債

等も含みますが、５，６９４万８千円を平成２９年度に充当しており

ます。 

 現在１億３００万ほど充当しておりますので、全体が１億８，４０

０万ということで、残りが７，６１４万８千円となっております。 

 一応元々はですね、３１年度までの事業実施ということもございま

したが、先ほど言いました昨年７月の豪雨災害もございましたので、

一応朝倉市さんもそうなんですけども、今、県のほうとですね、利水

者の方、この負担をしていただいている利水者の方に、事業を延長と

言いますか、３２、３３年度ぐらいまでというところでですね、県も

含めたところで協議をさせていただいているところです。以上です。 

 委 員 長  ５番 高橋委員 

 ５  番  先ほどの残額７，６００万程度のものに関しては、法定内、法定外、

両方合わせての額がこれぐらい残っているということでしょうか。 

 委 員 長  杉野係長 

建設水道課

係長 

 この残りの７，６００万につきましては、法定事業になります。 

 委 員 長  ５番 高橋委員 

 ５  番  最後に別の質問で。 

 国県道の道路期成会について、お尋ねしたいと思います。 

 事務局が建設水道課になっていると思いますが、ここ２年ほど期成

会は行われていない状況で、地区ごとには毎年この道路委員さんとい

うのは選ばれてきているかと思いますが、なかなか情報が伝わらない

というか、特に国道辺りは上福井近辺もどう進んでいくのかというの

は、皆、はてなマークが付いている状況もあっております。 

 そして、災害後にやはりその事業が、どう進捗されていくかという

部分も、なかなか村民の方には伝わらない状況が続いているのかなと

いう部分で、ぜひ、今年度は速やかに期成会等を行って、進捗状況あ

るいは今後の災害等も含めた形で、どうその道路が整備されていくべ

きかというのを話すべきではないかなと思うんですが、事務局のほう



としては、どのように考えられるでしょうか。 

 委 員 長  建設水道課長 

建設水道課

長 

 やっぱり昨年の出水以降できてない部分がございまして、今年度に

つきましては、ご指摘のように、いろんな課題等も見えておりますの

でですね、その点を伝える意味でも、早期開催に向けてですね、進め

ていきたいと思っております。 

 委 員 長  他に、質疑はございませんか。 

 ないようですから、質疑を終結します。 

 委 員 長  引き続き、認定第２号「平成２９年度東峰村簡易水道事業特別会計

歳入歳出決算について」、質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

７番 長澤委員 

 ７  番  これでいきます。 

 監査委員の報告書の２２ページ、簡易水道事業で、滞納者に対して

は法的執行を行う必要があると書いていますが、これを受けて、村と

してはどう対応をしていくのでしょうか。 

 委 員 長  建設水道課長 

建設水道課

長 

 現在、収納対策という形でですね、未収納の方が実際いらっしゃい

ますので、その方に対しては、各位にですね、給水停止ということも

視野に通知をいたしております。 

 ８月末時点で収集してですね、改善されている点もございますけど

も、改善というか、まだ収納いただけない方もいらっしゃいますので、

そちらについてはまた、今後給水停止予告、給水実施予告という形で

ですね、また、段階踏んで促していきたいと思っておりますし、また、

少しでも改善できるように所管課としても努めていきたいと思ってお

ります。以上です。 

 委 員 長  １０番 佐々木委員 

 １０ 番  決算報告にも成果報告にもありませんが、災害以降水道の塩素は増

えているのか、増えていないかということと、他の市町村と比べて塩

素の量は、大体今どのような状況なのか、尋ねたいと思います。 

 委 員 長  前田係長 

林道対策室

係長 

 先ほどの質問にお答えしますが、水道の塩素は、現在は、当初と一

緒の値にしております。末端で０．０２以上ですね。 

 ただ、他の市町村については、今、調べて数字を持ちませんので、

ただ、東峰村につきましては、現在は災害前の水質の塩素の基準と一



緒の値にしております。以上です。 

 委 員 長  ５番 高橋委員 

 ５  番  ページは特段ないんですけども。 

 先ほどは期成会だったんですけれども、今度は簡易水道運営協議会

について、お尋ねします。 

 こちらも去年は災害の影響でなかったんですが、去年は大きな事業

として小石原浄水系統から鶴浄水系統への繋ぎ込みというのがあった

にもかかわらず、その辺の開いたほうがいいんじゃないかという部分

もお伝えはしていたと思うんですが、なかなか機会がなく開かれませ

んでした。 

 今回の災害においても、要は岩屋周辺もかなりやられており、今後

栗松より上の部分の水系をどうしていくのかという部分もおそらく議

論になってくるかとおもいます。 

 繋ぎ込みが行われた鶴についても、どうなっているのかという部分

も、やはり同じ料金体制をとっている中では、やはりお互いが把握し

ていかないと、なかなか問題があったときに不満の種となってしまう

のかなと思います。 

 ぜひ、早急なる開催をお願いしたいと思いますが、現時点の開催見

込みをお尋ねします。 

 委 員 長  前田係長 

林道対策室

係長 

 水道委員会につきましては、いろいろな状況を調べながら、情報を

出せるところもありますしですね、開催を早急にしたいと考えており

ますし、また、鶴水道の繋ぎ込みに関しましてはですね、水量拡張の

ときの説明会でですね、繋ぎ込みますよというふうな説明は一応行っ

ております。 

 ただ、まだ現時点ではですね、どういうふうになっているのかとい

うのを、村民の方が知らないかと思っていますので、その辺も含めで

すね、水道委員会等で開催して調整したいと考えております。以上で

す。 

 委 員 長  他にありませんか。 

 ないようですから、質疑を終結いたします。 

 休  憩   

 委 員 長  １０時５５分より保健福祉課に移ります。 

１０時５５分まで休憩します。 

（１０時４７分） 



 再  開  

 委 員 長  休憩前に引き続き、保健福祉課の質疑を行いたいと思います。 

（１０時５５分） 

 委 員 長  決算書２７ページ、２款１項１１目地域交通対策費、３５ページ、

３款１項１目社会福祉総務費から４７ページ、４款１項９目健康増進

事業までの保健福祉課所管の費目です。 

 保健福祉課の質疑はありませんか。 

６番 髙倉委員 

 ６  番  決算書の４０ページ、３目の児童福祉施設費ということで、小石原

保育園のことなんですけれども。 

 今、どのような協議がなされておるのかを、お伺いしたいと思いま

す。 

 委 員 長  保健福祉課長 

保健福祉課

長 

 今、小石原保育園で行われている協議でございますが、今、法人を

ですね、福岡の方というか、他の方が引き継いで、法人を運営してい

くというのが、小石原保育園のほうの越原会のほうで協議があってい

るところでございます。 

 委 員 長  ６番 髙倉委員 

 ６  番  協議があっているということでございますけれども、もう来年、あ

と半年ぐらいですよね。それで、その中で、できる当てがあるのか。

間違いなく引き続きやっていただけるようなことになるのか、そこの

ところをですね、やっぱりもうはっきりしないとおかしいかなと思い

ますので、そこのところをどのようになっておるのかを、お聞きした

いと思います。 

 委 員 長  村長 

 村  長  今、お聞きしているところについてはですね、小石原保育所、越原

会を継続して行うということでございますので、今までどおりの保育

はできるかと思っております。 

 委 員 長  ５番 高橋委員 

 ５  番  成果説明書の２７ページをお願いします。 

 ２款１項２８目まち・ひと・しごと創生事業費、ウォーキングマイ

レージ事業について、お尋ねします。 

 実績等はですね、書かれているとおりなんですけれども、ウォーキ

ングマイレージ事業、されている方はすごく好評な部分も耳に入って

きますし、これで高齢者の方が出歩いて歩くようになった、皆が競い



合っている部分、良い部分もあったりします。 

 そこで歩くということに関しては、すごく良いことだなと思って、

これを、継続をしていくためにどう考えたらいいかという部分、考え

ていかないといけないんですけれども。 

 少しこのウォーキングマイレージ事業、１人当たりの単価と言いま

すか、継続していくために持っていく費用というのが、これで適切な

のかなという部分を感じる部分ではあります。もう少しこの経費とい

う部分が、押さえるようなことというのはできないでしょうか。 

 委 員 長  保健福祉課長 

保健福祉課

長 

 必要な経費としましてはですね、システムの補修とビジネスプラン

のＣタイプということで年間使用料は必ず要るような経費になってき

ます。 

 ビジネスプランＣタイプにつきましてはですね、前年度の分で払っ

ておりますので、人数が多くなればですね、この経費が増えてくると

いう形になりますので、必要な最低限と言いますと、その２つの経費

になってきますが、あと参加者が増えてきますと、歩数計あたりの購

入が必要になってきますので、そういうところを見ながら、経費の削

減等も考えていきたいとは思っております。 

 委 員 長  ５番 高橋委員 

 ５  番  この２９年度は２年目なので、なかなか最初の経費という部分につ

いてお尋ねするのは酷なんですけれども。 

 始まっているときに、この事業自体が何かの入札等で行われたのか、

あるいは随契だったのか。そして、この事業自体が何年かの継続的な

契約となっているのか、その辺について、お尋ねします。 

 委 員 長  保健福祉課長 

保健福祉課

長 

 この事業につきましては、プロポーザル方式で入札を行って業者の

選定を行っております。 

 契約につきましては、期間については３年だったと思うんですが、

ちょっと確認をしてですね、また、あとで報告をしたいと思います。 

 委 員 長  ５番 高橋委員 

 ５  番  そのプロポーザルには何社、要は提案があったのかというのと、今

行われているウォーキングマイレージのシステムですね、という部分

が、その会社が携わらないと使えない仕組みになっているのか、その

部分の著作権、版権の部分について、お尋ねします。 

 委 員 長  保健福祉課長 



保健福祉課

長 

 すみません。プロポーザルの業者数についてはですね、ちょっと分

かりませんので、あとで報告をしたいと思います。 

 システムにつきましては、今、ＮＴＴのほうが入ってしているんで

すが、そこのビジネスプランＣタイプというのが使用料になっていま

して、そこがないとですね、このシステム自体が使えなくなりますの

で、この分については必要な経費でございます。 

 委 員 長  ５番 高橋委員 

 ５  番  このウォーキングマイレージ自体、先日企画政策課でも聞いたバー

チャル村民と同様で、結構いろいろ使い方というのは、汎用性持って

いるのかなという部分を感じておりますが。 

 要はＮＴＴが絡まないと、この同じ機能を使えないのか、いろんな

他社が混じり込んでもこの機能が使えるのか、どういうふうな契約に

なっているのかなというのをお尋ねします。 

 委 員 長  保健福祉課長 

保健福祉課

長 

 ＮＴＴが入って使用するシステムになっていますので、ＮＴＴを介

してですね、そこのシステムを利用するということになっていますの

で、ＮＴＴのほうが入らないと使用できないということになっており

ます。 

 委 員 長  ７番 長澤委員 

 ７  番  ウォーキングマイレージの件ですが、これを導入したことによるで

すね、使用している方の健康増進を目指しているんでしょうけれど、

何年ぐらいで効果というかですね、予測、そういう効果が見込めるの

か、分かりましたら、導入したときのですね、何年ぐらいで健康にプ

ラスになることが予測できましたらお願いします。 

 委 員 長  保健福祉課長 

保健福祉課

長 

 ウォーキングマイレージを使って健康増進が、いつ効果が表れるの

かということなんですが、それはちょっと、いつから効果が分かると

いうのがちょっと分からない部分でございまして、ずっと使っていた

だいてですね、運動していただければですね、健康が持続できるとい

うことになりますので、効果がというのはですね、なかなか分かりに

くいものだろうと思います。 

 委 員 長  ２番 梶原委員 

 ２  番  先日、全協等で説明がありました産休のですね、医者の小石原診療

所の代診ですかね、その先生はもう見つかったのでしょうか。どなた

が来られるというようにですね。 



 委 員 長  保健福祉課長 

保健福祉課

長 

 飯塚市立病院につきましてはですね、３名の医師が派遣いただける

ということで確定をしておりますが、朝倉医師会病院のほうについて

は、今、人選というか当たっていただいているというところでござい

ます。 

 委 員 長  ２番 梶原委員 

 ２  番  もう決まっているなら申し上げることはないんですが、宝珠山診療

所にですね、大鶴の井上先生がおられますので、それを活用して、高

い４百何十万のわずかの期間だけにですね、使うのはもったいないと

思って、それを提案しようと思っておりましたが、もう決まっている

なら、もう私の申し上げることはございません。以上です。 

 委 員 長  ５番 高橋委員 

 ５  番  ４７ページ、決算書をお願いします。 

 ４款１項８目母子保健事業の中の１９節子育て支援事業について、

お尋ねします。 

 これは２９年度から始まった事業であるかと思います。子育て支援

に係るサポートをする事業に対しての補助金だったかと思います。 

 主にどういうふうな事業を、この２９年度に行われたかについて、

まずお尋ねします。 

 委 員 長  国松係長 

保健福祉課

係長 

 ２９年度につきましては、ちょっと詳しい回数等を手元に控えてお

りませんで、たいへん申し訳ありません。後ほど資料を提出したいと

思います。 

 主にはですね、この補助金を活用して、既に育児に関する学習です

とか、情報交換をしたいと申し出ている団体の方に補助金を出して、

学習や情報交換の場を提供いたしました。 

 ２９年度につきましては災害等ございましたので、当初毎月１回の

１２回ほど予定されていたのですけれども、そこが約３分の２ほどに

回数が減っているとは報告を受けております。 

 委 員 長  ５番 高橋委員 

 ５  番  団体のほうですが、１団体ということで、おそらくこの小さな村で

あると、なかなかこの団体数というのは増えない状況であるかと思い

ます。 

 おそらく当初思い描いていた村が考えている団体のあり方と、現在

存在する団体のあり方というのが、若干相違があって、なかなか要は、



こういうふうで使いたいんだけども、ちょっと役場と思いが違うとい

う部分が多くあったという部分も聞いております。その辺の調整等は、

今年度反映されているのでしょうか。 

 委 員 長  国松係長 

保健福祉課

係長 

 既に報告を受けた時点で、要綱等も決定した、継続したような状況

で、改正などは行っていないところです。 

 もちろん来年度に向けて変更できる点は、今後協議はしていきたい

と思っております。 

 委 員 長  ５番 高橋委員 

 ５  番  補助金でありますので、やはり村としての思いという部分はもちろ

んあっていいんだと思いますが、やはり今動かれている団体というの

が、やはり母子を中心とした学びという部分が中心となっていますの

で、それに沿える部分でまた要綱を変更できる部分については、ぜひ、

ご検討いただきたいなと思います。 

 また、回答できればお願いします。 

 委 員 長  国松係長 

保健福祉課

係長 

 団体の方が求めている内容と、村が考えている内容というのは、相

違がある点というのはやっぱりありまして、そこはやっぱりお互いお

話しながら検討しなければいけないと考えておりますし、学習だけで

はやはりこの団体の活動というか、子育て支援にはならなくて、お互

いに子育ての悩みですとか、そういう部分をきちっと分かち合えるよ

うな関係であるような団体でなくてはいけないと思いますので、その

点も十分考慮した活動になっていくように、こちらとしては支援して

いきたいと思っております。 

 委 員 長  他に質疑はありませんか。 

 ないようですから、質疑を終結いたします。 

 委 員 長  引き続き、認定第３号「平成２９年度東峰村国民健康保健事業特別

会計歳入歳出決算について」、質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

１０番 佐々木委員 

 １０ 番  この間の決算説明会のときに、短期療養証の発行についてお尋ねを

いたしました。 

 もう１度その数字をお尋ねしたいと思います。 

 委 員 長  保健福祉課長 

保健福祉課  資格者証の発行が、平成２９年度が４件と短期証の交付が、２９年



長 度については１３世帯ということでございます。 

 委 員 長  １０番 佐々木委員 

 １０ 番  この４件、１３件ですが、傾向とするとどのような傾向にあるのか、

そういうふうな発行が増しているのか、並行状態にあるのか、そうい

うふうな状況について、尋ねたいと思います。 

 委 員 長  真田係長 

保健福祉係

長 

 傾向につきましては、資格証も短期証も例年というか、同等ぐらい

の件数で平行しております。 

 委 員 長  １０番 佐々木委員 

 １０ 番  なぜ、この尋ねをしたかと言いますと、今年から県下一本の健康保

険連合になっております。 

 まだ、今、税制の改正はあっておりませんが、今後どのようになる

のかなというふうな経緯と言いますか、それを若干心配をしておりま

す。 

 そういうことによって、健康保険税が県下から、下からうちは確か

６番目ぐらいの位置だったと思います。６０市町村の中で真ん中にな

れば、あと２０何番ぐらいは一気に上がる可能性もあるのかなという

ふうな思いの中で、この短期療養とか資格療養の発行の枚数を尋ねて

おります。 

 今後につきましても、この国民健康保険税がどのように推移してい

くのか、また事務局のほうも情報等を仕入れていただいて、私たちの

ほうにも情報を流してほしいと、教えてほしいと、このように思って

います。お願いしときます。以上です。 

 委 員 長  ７番 長澤委員 

 ７  番  監査報告の２３ページの中ほどに、保険給付が増大し財政状況が非

常に悪化しているということを書いております。その下に、税率の改

正も避けては通れないと。 

 これを受けてですね、保険事業を担当する課として、どういうふう

な対応に今後なっていくんでしょうか。 

 委 員 長  保健福祉課長 

保健福祉課

長 

 監査のご指摘の部分なんですが、村としましてもですね、極力健診

等を受けていただいて、極力健康維持に努めていただいてですね、医

療費を押さえていくという方向を考えております。 

 医療費はどうしても上がっていく方向に今ありますので、できるだ

け抑制をして、保険料を上げないような形を取っていきたいというふ



うに考えております。 

 委 員 長  ７番 長澤委員 

 ７  番  国民健康保険事業の基金はもうないということ、現在ですね。法定

外の繰入金が投入されているということですが、どのくらいまで繰入

れというのがやっていけるのでしょうかね。ちょっと分かりませんけ

れど。 

 委 員 長  保健福祉課長 

保健福祉課

長 

 基本的にはですね、法定外の繰入金のほうをなくしていきなさいと

いうことで指導はあっておりますが、すぐにはなくしていけないのじ

ゃないかなと思います。 

 いつまでというのがですね、ちょっと分かりませんが、そうなると

保険料を上げたりとかという形になりますので、少し様子を見てです

ね、検討していきたいと思っております。 

 委 員 長  １０番 佐々木委員 

 １０ 番  保険料は村でできるんですか。改定がいろいろと。 

 委 員 長  保健福祉課長 

保健福祉課

長 

 今ですね、県のほうが均一化は、当分の間はしないということでで

すね、県のほうからは標準的な村の保険料率を決めて、示しをすると。

それを参考に村で保険料を決めるというふうに、今なっております。 

 委 員 長  １０番 佐々木委員 

 １０ 番  村で決めるというのは、これからずっとそういう方向になるという

ことなんですか。 

 県下統一的に健康保険の組織だけが一本になって、そういうふうな

保険税制は各市町村に任せられているというふうな解釈でいいんです

か。 

 委 員 長  保健福祉課長 

保健福祉課

長 

 県が言ってあるのがですね、すぐには一本化しないと、統一はしな

いということでですね、いずれ県下の同じ保険料率を掛けた税金を納

めるようになると思いますが、今のところ県から示されたのを基準に

ですね、市町村のほうで保険料を決めていくという形を、今取ってお

ります。 

 委 員 長  １０番 佐々木委員 

 １０ 番  そういうような方向なんでしょうけどね、やっぱり心配するのは皆

さんの思っているような、介護保険料と同じようになるんじゃないか

なというふうな心配なんですね。 



 やっぱりＡＢＣ、そのようなランク付けになって、東峰村の国民健

康保険税、保険税制のあれは下から６番目ぐらいですから、まともに

いくとやっぱりかなり高額の保険料になるんじゃないかなと。 

 当面は一般財源を投入はできるんでしょうけど、やはり県下一本に

なってくると、今度はまた考え方がいろいろと出てくるのではないか

なという心配はしています。 

 ですから、先ほど情報的なものがあればお知らせを願いたいという

ような、毎回毎回の質問にはなるんですね。 

 これはやっぱり東峰村の住民が、豊かなあれであれば国民保険税も

問題ないということになるんでしょうけど、先ほど聞いたように、４

件、１３件のそういうふうな資格証の発行等もあるということならば、

やはりこれが、国民健康保険税が変われば変わるだけ、この保険証の

発行枚数が増してくるんじゃないかなというふうな心配をしておりま

す。 

 これはもう回答は要りません。以上です。 

 委 員 長  ５番 高橋委員 

 ５  番  １０６ページの８款２項１目特定健康診査等事業費です。 

 保健福祉課のほうで聞けばよかったんですが、お尋ねしたいと思い

ます。 

 特定健診、基本健診等々ですね、来られる業者さん、事業者さんと

いうのは、どういうふうに選定されているんでしょうか。 

 委 員 長  国松係長 

保健福祉課

係長 

 本来ですとプロポーザルなりでということになるかと思うのです

が、なかなかですね、東峰村に入っていただける業者さんがいなくて、

今、福岡の医療情報健康財団というところに委託、業者さんとして入

っていただいております。 

 健診の状況を見ながら、毎年１年に１度の契約で、随意契約という

ことでさせていただいているところです。 

 委 員 長  ５番 高橋委員 

 ５  番  もう１つお尋ねしたいのが、結構健診の中で見つかる、要は再検査

というか、検査項目というのがあるかと思いますが、実際再検査を行

って、何もなかったという場合もあるのかなと思うんですが、再検査

の、要は何も見つからなかったというか、そういう率というのは、大

体どれぐらい出ているのでしょうか。 

 委 員 長  国松係長 



保健福祉課

係長 

 毎年業者から報告が上がってきておりますが、ちょっとまだ率まで

は私が十分見ることができていないので、あとで報告をしたいと思い

ます。 

 委 員 長  ５番 高橋委員 

 ５  番  どこを再検査の、要はポイントとしているのかという部分の、要は

高さ、強さ、強度というのは、おそらく結構重要な部分かなと思いま

して、強めにすると細かいところ、ひょっとしたらという部分までか

なり深く調べるということで、何もないという率も高まってくるのか

なという部分で、要は再検査すれば、また医療費と言いますか、診査

費というのは当然かかってきますし、その辺の強度設定というのは、

ある程度保健福祉課のほう、保健師さんを中心にされているのでしょ

うか。 

 委 員 長  国松係長 

保健福祉課

係長 

 各健診内容によって、国のガイドラインが設定されておりますので、

それに基づきまして、保健師が決定するというよりも、国のガイドラ

インに基本は基づいて、業者のほうがその中で選定して、スクリーニ

ングをしているところです。 

 委 員 長  他に質疑はありませんか。 

 ないようですから、質疑を終結いたします。 

 委 員 長  続きまして、認定第４号「平成２９年度東峰村後期高齢者医療特別

会計歳入歳出決算について」、質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

 （質疑なし） 

 委 員 長  ないようですので、質疑を終結いたします。 

 散  会  

 委 員 長  これをもちまして、本日の審査は終了いたします。 

 明日１２日は、午前９時３０分から再開いたします。 

 本日は、これにて散会いたします。 

（１１時２７分） 
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日程第 ４ 認定第 ４号 平成２９年度東峰村後期高齢者医療特別会計歳入歳出

決算の認定について 

 

 



 

 開  会  

 委 員 長  おはようございます。 

 ただ今の出席委員数は１０名です。 

定足数に達しておりますので、１１日に引き続き、決算審査特別委

員会を開催します。 

（９時３０分） 

 委 員 長  議事日程は、お手元に配布のとおりです。 

 日程第１

～日程第４ 

 

 委 員 長  日程第１ 認定第１号「平成２９年度東峰村一般会計歳入歳出決算

の認定について」から日程第４ 認定第４号「平成２９年度東峰村後

期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定について」まで、総括質疑

を行いますが、総括質疑の前に、１０日の委員会の中で企画政策課に

対し、５番 高橋委員の質疑に対する企画政策課の答弁を求めたいと

思います。 

企画政策課長 

企画政策課

長 

 ご指摘の内容を確認いたしますと、移住・定住対策事業費の１３節

の委託料３２万４千円については、バーチャル村民事業に係るホーム

ページの一部改修委託費との説明ではあるが、バーチャル村民事業に

ついては、まち・ひと・しごと創生事業から支出されるべきものでは

なかったかというご指摘だったかと思います。 

 この件につきましてはご指摘のとおりで、まち・ひと・しごと創生

事業費のですね、委託費のほうに執行残がかなり残っていましたので、

こちらからの支出を行えばよかったのかと反省しているところでござ

います。 

 以後、このようなことがないように注意したいと思います。 

 委 員 長  引き続きまして、保健福祉課より追加説明並びに水道特別会計の訂

正がありますので、続けて順次報告をしてください。 

保健福祉課長 

保健福祉課

長 

 昨日の高橋委員からの質問で回答できなかった分がありますので、

回答したいと思います。 

 ウォーキングマイレージのプロポーザルでですね、業者の数が何社

ですかということでありましたが、指名では３社ほどありましたが、

２社辞退をされていましたので、１社のプロポーザルで行っておりま



す。 

 また、ウォーキングマイレージの保守等の契約期間ですが、１年ご

との契約の更新となっております。 

 また、健診等で要精密と判断されて、病院へ受診し、異常でなかっ

た方の状況はどうなのかということでですね、ご質問があっている分

につきましては、別紙を配布させていただいておりますので、そちら

のほうで説明をさせていただきたいと思います。 

 お手元に配布しておりますが、平成２８年度分になりますが、健診

の結果別受診状況ということでしております。 

 男女合計というふうにあげておりますが、これにつきましては、健

診から受診状況を把握できるのが１年後というふうになりますので、

２８年度分というふうになっております。 

 合計のほうで説明をさせていただきたいと思います。 

 胃がんのほうですが、受診者が１９３名おりまして、要精密者が９

名で全体の４．７％おられまして、異常なしの方がいませんで、８名

の方の８８．９％が何らかの所見があったということでございます。

１人については、まだ未受診ということでございました。 

 大腸がんにつきましては、２０５名の方が受診されて、８名の方が

要精密、３．９％の方が要精密ということであがっております。所見

の異常なしという方が２名で、２５％で、４名の方が所見ありという

ことで、５０％の方が何らかの所見があるということになっておりま

す。２名の方が未受診ということであがっております。 

 肺がんのほうですが、２７８名の方が受診され、要精密の方が３名

で１．１％の方のパーセントとなっております。そのうち異常なしの

方が２名、所見ありの方が１名でですね、３３．３％というふうにな

っております。 

 子宮頸がんの方ですが、１５０名受診されまして、要精密が１名、

この方については、要精密を受けなかったということで、未受診とい

うことで１名あがっております。 

 乳がんにつきましては、１２０名の方が受診をされておりますが、

要精密とは至らなかったということでございます。以上でございます。 

 委 員 長  災害対策室長 

災害対策室

長 

 昨日、建設水道課、簡易水道特別会計の審議中、佐々木委員より、

水道の塩素濃度の管理についてお尋ねがありました際、塩素濃度は０．

０２というふうに答弁しておりましたが、０．２が正しい基準値でご

ざいました。訂正させていただきます。 



 委 員 長  それでは、総括質疑に移ります。 

 質疑はありませんか。 

６番 髙倉委員 

 ６  番  成果説明書の４９ページ、水源地域整備事業のところの水源の森交

流館のことでございます。 

 これは以前、それこそ検討委員会とかいうものが設置されて、ある

程度の計画ができて、もう図面とかもできていたと思います。 

 しかしながら、今回またそういった委員会というふうなことを立ち

上げるということでございますが、以前計画していたものと違うのか。

また、何人募集されて、今何人公募されているのか、そこのところを

先に伺いたいと思います。 

 委 員 長  建設水道課長 

建設水道課

長 

 ２９年の出水以降ですね、２８年に一度設計は上がっていたところ

なんですけど、２９年の出水を受けて施工ができていない状況でござ

いました。 

 それを受けまして、そのときの申し送り事項といたしましても、運

営管理という面でですね、やっぱり残ってございましたので、２８年

度末でもですね、そういったことを今後の確認というか、検討事項と

して残っておりました。 

 これを受けて、２９年度本来であれば検討を進める予定でありまし

たけども、出水対応ということで１年できず、３０年度、今回こうい

った、新たに施設運営について議論する場ということと、あと施設内

容についてもですね、もう一度おさらいと言いますか、確認していた

だく場ということでですね、今回８月に公募させていただきまして、

今１０名の方が手を挙げていただいております。 

 個別にまた委嘱等はですね、行っていきたいと思っておりますけど

も、その都度また状況等分かりましたらご説明さしあげたいと思って

おります。以上です。 

 委 員 長  ６番 髙倉委員 

 ６  番  これからの運営と、そういったものをするということでございます。 

 この中に、また大学の教授とかコンサルタントとか入っておるんで

すかね。 

 委 員 長  建設水道課長 

建設水道課

長 

 公募は募集したところでございますけども、２８年度にアドバイス

と言いますか、入っていただいた福岡大学の先生、並びにまたいろん



な知見を持っておられるコンサルタントも含めてですね、公募した皆

様とともに深めていければと思っております。 

 まだ具体的には執行部でも持っておりませんけども、今のところ私

の私見かもしれませんけども、アドバイザーとしてですね、大学の方

と、あと運営と、あとアドバイス等を貰うということで、コンサルタ

ントのほうにも委託を行いたいと思っております。以上です。 

 委 員 長  ６番 髙倉委員 

 ６  番  せっかくつくるのであれば、当然将来手的に、何度も私言っており

ますけど、村からお金が出るようなことのないようにしていだたきた

いと。 

 そういった意味で、コンサルタントということで、いつも私、議会

のたんびに言っているみたいですけど、本当にこの村のことを分かっ

て、本当に将来的にも責任を持てるようなね、コンサルタント。そう

いう人にやっぱり入ってもらいたいわけよ、私は。 

 そうせんと、いつも言うように、私以前経験しまして、つづみの里

のコンサルタントがおりましたけれども、言うだけ言って、立派なこ

とばかり言って、結局最後の責任も取らずに、はっきり言ってお金だ

け貰って、さっさといなくなって、今何をしよるのか分からんしね、

顔も出さない。そういうふうなやっぱりコンサルタントじゃ駄目なん

ですね。 

 やはり自分がコンサルしたのであれば、将来的にどうなっているの

かと、そういったこともやっぱり見に来るような人でないと、そうい

ったところもやっぱ、これは村長にもお願いしたいんですけど、しっ

かり吟味して選んでいただきたいと、そのように思っておりますので、

そこのところを十分検討してください。 

 委 員 長  ５番 高橋委員 

 ５  番  先ほどの保健福祉課長から説明があった、このがん検診の結果の状

況について、１点だけ、これに関して質問させていただきたいと思い

ます。 

 この健診の受診後の要精密者の状況等はですね、これで分かったん

ですけども、未受診者があるということで、おそらくご自分の健康を

気にして特定健診を受診されてて、未受診ということがあってる、そ

の原因というのがもし分かればお聞きしたいと思います。 

 委 員 長  保健福祉課長 

保健福祉課

長 

 未受診者の状況ですが、理由は分かりかねますが、また翌年度です

ね、２８年度受けて、また２９年度にもですね、また健診のほうを受



けておりまして、健診の要精密がなければいいのかなというふうに思

ってあるのか、ちょっと分かりませんが、未受診の原因としては、ち

ょっと分かっておりません。 

 委 員 長  保健福祉課長 

保健福祉課

長 

 未受診者につきましては、個別指導も行っておりますが、受診を勧

めておりますが、後日ということで受診される方もおられると思いま

すが、この受診の結果表にはですね、上がってきておらないような状

況でございます。 

 委 員 長  ５番 高橋委員 

 ５  番  また、この未受診者の方の状況、なぜ未受診だったのかという部分

を、ぜひ、把握をされていていただきたいなと。 

 異常なしという方々も要精密者の中にはあるということであります

ので、おそらく毎年受診してて要精密になるんだけれども、実は異常

なしというのがくり返されてて未受診なのかもしれませんし、逆にこ

の未受診の方が、実はがんの疑いがあるという可能性もありますので、

ぜひ、その辺の把握をお願いしたいと思います。 

 委 員 長  ７番 長澤委員 

 ７  番  先日の私の一般質問の中で、地域の方がごみ収集をするために橋を

使いたいという話も聞いておりましたので、集落単位の、もうこれか

ら皆様高齢になっていくので、集落単位ですね。ごみの集積場所を作

っていったら、そんなに遠くに運ばなくてもいいんじゃないかという、

そういう取り組みを今後考えていただけますか。 

 委 員 長  住民税務課長 

住民税務課

長 

 収集個所につきましては、今までの経緯といたしまして、場所等を

特段変更したいとかいうのはございませんでした。 

 ですので、今、委員さんがおっしゃられるように高齢化ということ

もございますので、そういったご意見が小組合とかですね、区のほう

から出されるということがあればですね、検討する必要性はあるとは

思っております。 

 委 員 長  ５番 高橋委員 

 ５  番  成果説明書の２６ページをお願いします。 

 ２款１項２６目地域おこし支援事業費ということで、地域おこし協

力隊について、お伺いしたいと思います。 

 これまで地域おこし協力隊始まって、早やもう４年近くなるかと思

います。なかなか地域おこし協力隊、最長３年地域おこし協力隊で活



動できるという中で、途中で地域おこし協力隊を辞めて、村に残る方

もいれば、また外に出られる、戻られるという方もいらっしゃってい

る中で、１つ、まず村の方針として、３年間をベースにこの地域おこ

し協力隊という方々を雇用というか委嘱して、３年計画を見ているの

か、あるいは１年計画、２年計画、そういった方もいらっしゃるのか、

お尋ねします。 

 委 員 長  村長 

 村  長  当然、地域おこし協力隊の応募につきましては３年、それからまた、

その後の事業展開についてですね、支援をしていくわけでございます

けれども、なかなか当初はそういう思いで本村に来ていただいて、地

域おこし協力隊の業務をやっていくと思って来ていただいているんで

すけども、なかなかそこら辺りまでいってないということがあります。 

 この原因といたしましては、やはり村のほうのですね、バックアッ

プ体制、これも再度考えていかなければならないと思います。 

 やはり担当課のほうに移籍と言いますか、するわけでございますけ

れども、なかなかその地域おこし協力隊の業務自身も、極端に言えば

ですよ、本人に任せっきりというようなことも多々あるんじゃないか

と思っております。 

 そうは言いましても、なかなか現代っ子と言いますか、自分の思い

と違うということであればですね、また辞めていくというような人も

おります。 

 なかなかこの地域おこし協力隊、本当に難しいなと思いますし、良

い面ではですね、本村のほうに移住、それから結婚等もしていただい

ている。そういったところが地域おこし協力隊かなと、今思っており

ます。 

 やはり過度な期待それから要求をすることなく、じっくりとやはり

地域おこし協力隊を育てていくというようなシステム作り、こういっ

たものを今後考えていかなければならないかと思っております。 

 委 員 長  ５番 高橋委員 

 ５  番  村長に答えていただいて、ほぼ結論が出てしまったんですけども。 

 もう１つ確認で、今、要は担当課所属でありながら、要は職場とい

うか、例えば伝産館といったところであり、東峰テレビは、この前の

質問の中では、研修でありながら東峰テレビのほう行ってその仕事を

しているという形で、そういうこの庁舎内、役場内で仕事をせずに、

他の機関に出向、派遣みたいな形で行くような協力隊員は、誰の指示

で動くのでしょうか。 



 それは担当課の、要は課長命により動く部分が主なのか、要は行っ

た先の役職の長の方が指示をするのか。その辺はどういうふうなこと

になっているんでしょうか。 

 委 員 長  企画政策課長 

企画政策課

長 

 あくまで協力隊員は嘱託職員という形になりますので、担当課の課

長の決裁を受けてやることになりますけれども、すべてそういうふう

なことで、間に合わない部分とか、実際伝産館でいろいろなことの中

では、多少はそこの管理してあるところとの相談をしながら、やる部

分もあるかもしれませんけれども、決裁上については、先ほど言った

ような形で、そこの担当課長の決裁をもって職務を遂行するというよ

うな形になっております。 

 委 員 長  ５番 高橋委員 

 ５  番  このケースバイケースの部分というのは、特にあるとは思うんです

けれども。 

 以前ぽーん太の森にも１名入っていたりもしました。 

 やはり現場の責任者の方が地域おこし協力隊と一緒に業務をしてい

く中で、その現場の責任者の方は指示を、一緒にやっていくけども、

こうしたらというふうな、何でしょうね、指示が、していいものなの

でしょうか。それに対して協力隊は動けるのでしょうか。 

 その指示に対しては、一度協力隊は課の判断を仰がないといけない

のでしょうか。 

 委 員 長  企画政策課長 

企画政策課

長 

 協力隊員によって、判断が変わってくる部分もあるんですけど、基

本的な部分は先ほど言ったような形で、そこの所属しているところの

課長の判断の中であるんですけれども。 

 協力隊自身が考えているミッションと言いますか、こういうことが

したいということと、その現場の中での指示が合致すれば、それはそ

ういう流れの中で現場のほう、指示と言いますか、そういう形で業務

が進むことはありますけど、基本的には最初に言ったような形の嘱託

職員ですので、そういう決裁の流れがあるかと思います。 

 委 員 長  ５番 高橋委員 

 ５  番  たぶんこの辺が結構難しいところで、協力隊員がおそらく主体的に

動いていくことというのは、本来の協力隊の目的でもある部分である

し、その３年後の協力隊本人の活動に繋がってくる部分であるかもと

思います。 



 ただ、課長が言われるように、一方で嘱託職員でありますので、や

はり職員としての身分として動かなければならないというジレンマ、

そのジレンマかつ活動している場所の責任者からのニーズというか要

求という部分の、おそらく三者の軋轢というか、要は何でしょうね、

絡み合った部分で、おそらくジレンマを抱えながらされているのかな

と思います。 

 もう完全に嘱託でありながらも担当部署に、派遣先というか、行っ

た個所の方々に任せるなり、いろいろやり方はあるのかなと思います

ので、ぜひ、その辺の、誰がどういうふうな指示をして動いているの

かというのを明確にするのと、あと役場と協力隊と、特に行った先の

方々との協議ですね、それをうまくしていただきたいなと思います。 

 委 員 長  企画政策課長 

企画政策課

長 

 これまで１２人ぐらいの方が、延べですけれども、協力隊員として

来ていただいているんですけれども、よくその手の悩みと言いますか、

相談等もございます。 

 その中で、例えば派遣という形をとった場合にはですね、派遣先の

ほうにそこの部分のほうはご理解の上、という話はさせていただいて

いるところですけれども。どうしても派遣先でいろいろあると、派遣

先のほうの話が出てまいりますので、協力隊員にも派遣先にもその辺

の関係のところは、今後もきちんとしていきたいと思っているところ

でございます。 

 委 員 長  ７番 長澤委員 

 ７  番  決算書の８２ページ、基金のところで、東峰村立学校教育振興基金

の、このお金のですね、成り立ち方というのをお伺いしたいんですけ

れど。 

 以前、前教育長のときに、私はちょっと話をしたことがありまして、

確か宝珠山村の駐在所をされてた方が寄附をされて、それと前小石原、

最後の村長ですね、をされた方からの寄附金でできてあるということ

を聞いたんですけれど、それがこれなんでしょうかね。 

 委 員 長  教育課長 

 教育課長  ちょっと手元に資料がございませんけども、柳瀬前村長と伊藤基金

と言って、宝珠山小学校時代にありました１，０００万円の基金がご

ざいました。それを基に、今の教育振興基金は成り立っております。 

 委 員 長  ５番 高橋委員 

 ５  番  決算書の８２ページをお願いします。 



 （２）の有価証券について、若干お伺いしたいと思います。 

 ３つある中の１つの、甘木鉄道株式会社株券６０万円の分につきま

してですが、この甘木鉄道の株券を保有している経緯等を分かる範囲

でお聞きできますでしょうか。 

 委 員 長  企画政策課長 

企画政策課

長 

 甘木鉄道に関しては、ちょっと窓口が企画のほうになっております

ので、答弁させていただいているところでございますけど。 

 今、東峰村は１２株を保有しているところですけれども、合併前の

７市町村のときに、小石原村で６株、宝珠山村で６株ということで、

あの当時は広域圏単位での協力体制というのがある程度重要視されて

いた部分がありますので、そういう経緯の流れの中で宝珠山村、小石

原村もご協力いただけないかというような流れであろうと、ちょっと

想像の域になってしまいますけれども、そういう状況でございます。 

 委 員 長  ５番 高橋委員 

 ５  番  甘木鉄道の株を有しているということで、現在、甘木鉄道と村との

関係、何か一体的にやっている部分であったり、何か関与している部

分というのはあったりするんでしょうか。 

 委 員 長  村長 

 村  長  具体的にはですね、甘木鉄道の決算報告とかそういったものにはで

すね、当然のことですけど出席をさせていただいております。 

 正直言ってですね、この問題はまた議会のほうにもご提案申し上げ

たいと思っておりますけど、今後このままずっといくのか、それから

やっぱり甘木鉄道で現在のところ利用しているというのも、ほとんど

見受けられませんので、合併以前ですね、その問題につきましては、

今、企画政策課長が申しましたような経緯があったかとは思います。

しかしながら、現時点ではどうなんだということも考えざるを得ない

のかなと。 

 それから、もう１つ懸念されますのが、いろんな保守点検とかです

ね、そういうのがかかってきますと、当然、出資比率に応じたですね、

出資負担額、これは求められるのではないかと思っています。現時点

ではそういう話はありません。 

 そういったところで、できれば議会のほうとも協議をしながら、今

後この問題をどうしていくのかはですね、検討させていただきたいと

思っております。 

 委 員 長  ５番 高橋委員 



 ５  番  ちょっと思った以上の回答が返って来て、ちょっとびっくりして。 

 実は、ちょっと１つ提案的な部分でこの質問をさせていただいたん

ですけども。 

 （      ）から実はこういうことをして、事態の打開はでき

ないのかということで、今、ＪＲ九州との日田彦山線の復旧工事の進

捗の状況、いろいろ新聞紙上を賑わせているＪＲ九州の報道の部分あ

っておりますが。 

 やはりこれから先復旧が無事できたとしても、やはりＪＲ九州との

関係性、うまく保っていく、一緒にやっていく部分というのはあるか

と思います。 

 そして、この事態の打開という部分においても、１つこのＪＲ九州

の株あたりを保有することによって発言権を増す、あるいは一体的に

自治体とＪＲ九州との関係性をもって事業を行っていくという発展性

を持っていけるのではないかなと。 

 自治体としては、この甘木鉄道という鉄道会社の株を持っていると

いう実績もありますので、そういった部分で何か交渉の打開という部

分ができないのでしょうかという部分、なかなか途中経過については

語れない部分があると思いますが、そういう方向性というのも持てな

いのでしょうか、というご質問をさせていただきたいと思います。 

 委 員 長  村長 

 村  長  甘木鉄道の株とですね、またＪＲの株というのは、ちょっと次元が

違うのではないかと思っております。 

 甘木鉄道は先ほど言いましたように、やはり第３セクになる前にで

すね、旧市町村で割振りと言いますか、購入をしたということになっ

ております。 

 ＪＲ九州の株券の話、当然首長の中でもやりました。発言力を増し

ていこうということを考えましたけれども、あまりにも規模が大きす

ぎてですね、そこら辺りに、極端に言えば１億を突っ込みましても、

全く発言権を得られないような状態だと聞いております。 

 今回、民営化になった時点でですね、今、３割が外国人が持ってい

るんですよね、という話を聞いてます。 

 そういった中で青柳社長が株主、株主ということをよく言っており

ますですよね。そういったヘッジファンドまでは言いませんけど、そ

ういったところの制約があるのかなとは思っております。これは、あ

くまでも私の想像です。 

 しかしながら、今回、県議会の中でもですね、一般質問等をしてい



ただくように要望はしておりますし、たぶん一般質問等をですね、し

ていただけるものと思っております。 

 そういったところで、いろんな、本来ですと、ＪＲ九州のほうから

復旧会議を作ってくださいということで、復旧会議を両県知事と被災

者の自治体で作っているわけですよね。その話については、オフレコ

と言いますか、表に出してくれるなとＪＲ九州のほうは言っているん

ですけれども。 

以前話したと思いますけれども、ＪＲ九州の青柳社長、毎月の月末

辺りに定例記者会見をやる中てですね、いろんなことを言ってきてい

るわけで、これは１つの世論操作かなとは思っていますけど。 

 そういったところにも対抗していくためには、やはり行政のほうも

県と組んでですね、しっかりやっていかなければならないと思ってお

ります。 

 お話をしたと思いますけど、自民党県議団のほうともですね、話を

させていただいておりますし、また近いうちに県議会の会長あたりと

も会う予定になっております。 

 したがって、ちょっとですね、仮に６０万をですね、ＪＲ株を買う

と言っても、ほんと持ってるだけかな、というような気持ちがいたし

ます。 

 委 員 長  ７番 長澤委員 

 ７  番  彦山線の質問が出たので。 

 復旧・復興を願うのは当然でございますが、村としてですね、ＪＲ

に対して、村としては、こういうことができますとかですね、ある程

度の何か示さないと、ＪＲも、ただ再現してくださいだけでは、やっ

ぱり簡単には動かないと思うんですよね、難しい話ですけれど。 

 元々の赤字路線でございますし、ＪＲ九州はもう民間会社になって

おりますし、本当の収入の大半は、何か駅の土地とか、ああいう建物

の賃借料とかで黒字が出ているという話を聞きますので、村としてＪ

Ｒに対してですね、本当に復興してもらう気持ちをですね、村として

何か表しておりますかね。 

 委 員 長  村長 

 村  長  長澤委員の今の考えには、私どもは、賛成はできないです。 

 理由はですね、やはり災害があって不通になった訳ですから、それ

を元通りに戻すというのは、公共交通機関であるＪＲの仕事なんです

よ。 

 しかもＪＲは、２９年度につきましては、鉄道部門だけで２５０億



儲かっているんですよ。会社全体として５００億ぐらい儲かっている

わけですね。 

 そういった中で、仮に東峰村の場合を想定いたしますと、宝珠山の

ところの橋、それから大行司駅の崩壊ですね、法面崩壊、それから岩

屋のところの橋、これも福岡県がやると言っているんですよ。もう実

際大行司駅は福岡県がやってくれてますよね。 

 そうしますと、極端に言えば、ＪＲ九州はレールだけを敷設すれば

できるんですよ、と私は思っています。 

 そういった中で、先ほど高橋委員の質問に答えましたように、彼ら

は世論の操作をやっているんですね、赤字だ。ですから、夜明から後

藤寺まで年間２億６，０００万の赤字ですよ。 

 だって鉄道は夜明から小倉まで繋がっているわけじゃないですか、

何で一番悪いところだけをピックアップして言うのか。 

 そうしますと、やっぱり私も一般民であれば、「ああ、そんなに赤字

なのか」と思いますよね。そういった世論操作をやる。 

 それから、福島県の只見線というのは、上下分離方式をやっている

わけですね。下は自治体が持って、上を、列車を走らせるのはＪＲが

やっていると、こういうやり方もあるよとかですね。 

 それから、先般先月の終わり、これは私、非常に怒って、県とか抗

議文とかを出そうということで、県庁まで行っていろいろお願いをし

たんですが、結果的に緊急要請文ということで、ＪＲ本社のほうには

出させていただきましたけど、釈迦岳トンネルをコンクリート張って、

バスを走らせようというような話までするわけですね。 

 したがって、私らはそういった世論に惑わされることなく、公共交

通機関であれば、当然これは災害復旧として、私はＪＲがやるべきだ

と思っております。 

 そのために、お話をしたかと思いますけれども、民間会社になる平

成２７年６月に青柳社長は参議院の交通委員会の中で、宮城県出身の

和田政宗という自民党の参議院の質問、まさしく今回のことを予測し

たような質問をしているわけですね。 

 そういった中で、国としては今回、国鉄からＪＲになるときに、北

海道それから四国、九州というのは経営安定資金というのをいただい

ているんですよ。 

この経営安定資金が、ＪＲ九州は３，８７７億貰っているわけです

ね。これを民営化になるとき、国は返せと言ったんですよ。それを青

柳社長は、九州は災害の多いところですと、それから赤字路線もあり



ますと。したがって、この経営安定資金はくださいといって貰ってい

るわけですよ。 

 それと、やはり公共交通機関ということであればですね、それなり

のやっぱり責務というのは当然あると思います。ＪＲ九州と西鉄が同

じかと。今、会社法上とか何かは同じだと思います。しかし、成り立

ちが違います。 

 そういったところを私たちは、今、県の県議会とも一緒になってで

すね、ＪＲに対して行動を起こしているところであります。 

 したがって、やはりＪＲ九州、じゃあ、この災害に遭わなければ通

っているわけですから。そういったことを踏まえてですね、村として

も頑張っておりますので、どうぞご理解をよろしくお願いしたいと思

います。 

 委 員 長  質疑はありませんか。 

 ないようですから、質疑を終結いたします。 

 認定第１号「平成２９年度東峰村一般会計歳入歳出決算の認定につ

いて」 

 討論を行います。 

 討論はありませんか。 

４番 泉委員 

 ４  番  認定第１号、平成２９年度東峰村一般会計歳入歳出決算の認定につ

きましては、賛成をいたします。 

 （６番 高倉委員「委員長、賛成討論は反対討論の後でしかできん

ですよ。」の声あり）何て、反対討論がなくても、賛成討論は出来るん

だぞ、冗談言うなよ。誰か今言ったとは（「おれ」の声）髙倉か、賛成

討論は反対討論がなかってもできるとぞ。  

 休  憩  

 委 員 長  休憩に入ります。３０分まで。 

（１０時１３分） 

 再  開  

 委 員 長  会議を再開します。 

（１０時４４分） 

 委 員 長  先ほど討論の方法で、議員標準町村議会会議規則というものの中で

は、討論については、討論の順序としては、反対討論を受け、賛成討

論を受けるというような、交互によっての討論を行うというような形

になっております。 



 ただし、賛成討論を行ってはならないというものは入っておりませ

ん。 

 また、今回の村のですね、議員運営の中においても討論の方法につ

いては、議長は、最初に反対者を発言させ、次に賛成者を、なるべく

交互に指名して発言をさせなければならないというようなことになっ

ております。 

 その中で、運営としては私のほうが不慣れなところがありまして、

皆さん方にご迷惑をかけたかなと思っております。 

 それから、運営につきましては、この討論、これ以降についてはで

すね、反対者の討論はありませんか、賛成者の討論はありますかとい

うような形でですね、本日も運営をしていきたいというように思って

おります。 

 また、以降につきましては、また委員会等に諮り、決定をさせてい

ただきたいと思いますので、よろしくお願いをしたいと思います。 

 委 員 長  ６番 高倉委員 

 ６  番  先ほどの泉委員の討論の中で、私が挙手もせず、発言したことは、

非常に皆様に多大な迷惑をかけ、執行部の皆様方にも迷惑をかけたこ

とを、ここにお詫びして訂正をいたしたいと思います。申し訳ありま

せんでした。 

 委 員 長  それでは、日程第１ 認定第１号の案件につきまして、再度行いた

いと思います。 

 質疑がありませんので、討論を行いたいと思います。 

 反対討論はありませんか。 

 （反対討論なし） 

 委 員 長  ないようですので、賛成討論はありませんか。 

４番 泉委員 

 ４  番  認定第１号、平成２９年度東峰村一般会計歳入歳出決算の認定につ

きましては、長い間、長時間にわたりまして慎重な審議をいたしまし

た。 

 この結果、問題点になるようなところはございません。執行部提案

どおり、賛成をするものであります。 

 委 員 長  他にありませんか。 

 ないようですから、討論を終結します。 

 認定第１号「平成２９年度東峰村一般会計歳入歳出決算の認定につ

いて」 

 お諮りいたします。 



 本案を認定することに賛成の方、挙手でお願いします。 

 （賛成者挙手） 

 委 員 長  全員賛成と認めます。 

 よって、本案は、原案どおり認定するものと決定いたしました。 

 委 員 長  日程第２ 認定第２号「平成２９年度東峰村簡易水道事業特別会計

歳入歳出決算の認定について」 

 討論を行います。 

 反対の討論はありませんか。 

 （反対討論なし） 

 委 員 長  賛成の討論はありませんか。 

 （賛成討論なし） 

 委 員 長  ないようですから、討論を終結いたします。 

 認定第２号「平成２９年度東峰村簡易水道事業特別会計歳入歳出決

算の認定について」 

 お諮りいたします。 

 本案を認定することに賛成の方、挙手でお願いします。 

 （賛成者挙手） 

 委 員 長  ありがとうございました。 

全員賛成と認めます。 

 よって、本案は、原案どおり認定するものと決定いたしました。 

委 員 長  日程第３ 認定第３号「平成２９年度東峰村国民健康保険事業特別

会計歳入歳出決算の認定について」 

 討論を行います。 

 反対の討論はありませんか。 

 （反対討論なし） 

委 員 長  賛成の討論はありませんか。 

 （賛成討論なし） 

 委 員 長  ないようですから、討論を終結いたします。 

 認定第３号「平成２９年度東峰村国民健康保険事業特別会計歳入歳

出決算の認定について」 

 お諮りいたします。 

 本案を認定することに賛成の方、挙手でお願いいたします。 

 （賛成者挙手） 

 委 員 長  ありがとうございました。 

 全員賛成と認めます。 



 よって、本案は、原案どおり認定するものと決定いたしました。 

 委 員 長  日程第４ 認定第４号「平成２９年度東峰村後期高齢者医療特別会

計歳入歳出決算の認定について」 

 討論を行います。 

 反対の討論はありませんか。 

 （反対討論なし） 

 委 員 長  賛成の討論はありませんか。 

 （賛成討論なし） 

 委 員 長  ないようですから、討論を終結します。 

 認定第４号「平成２９年度東峰村後期高齢者医療特別会計歳入歳出

決算の認定について」 

 お諮りいたします。 

 本案を認定することに賛成の方、挙手でお願いします。 

 （賛成者挙手） 

 委 員 長  ありがとうございました。 

 全員賛成と認めます。 

 よって、本案は、原案どおり認定するものと決定いたしました。 

 閉  会   

 委 員 長  以上で、本決算審査特別委員会に付託されました案件の審査が終了

いたしました。 

 これをもちまして、決算審査特別委員会を閉会したいと思います。 

 ご異議はありませんか。 

 （異議なし） 

 委 員 長  異議なしと認めます。 

 本委員会の報告につきましては、委員長に一任願いたいと思います

が、ご異議はありませんか。 

 （異議なし） 

 委 員 長  異議なしと認めます。 

 皆様のご協力によりまして、付託されました案件の審査が無事終了

いたしました。厚くお礼を申し上げます。 

 これをもちまして、決算審査特別委員会を閉会いたします。お疲れ

さまでした。 

 次は、本会議でございますので、１１時まで休憩いたします。 

（１０時５２分） 

 


